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e-Scienceの広がり 

■プロフィール 
1981年東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。工学博士。東大大型計算

機センター、学術情報センターを経て、現在国立情報学研究所教授。また同研究所

の開発・事業部長を兼務。東京大学大学院情報理工学研究科教授を併任。情報

検索、電子図書館システム等の開発研究に従事。また、現在、文科省の科研費に

よる大規模な共同研究「情報爆発」の推進に参画している。 

安達 淳 （あだち じゅん） 

　昨年4月にJPNICの理事を拝命しました。どうぞよろ

しくお願いいたします。20年程昔のインターネット黎明

期に少しネットワークのことをかじりましたが、その後は

データベースなどの仕事を中心にしてきたことから、久

し振りのネットワーク関連の仕事で少しドギマギしてい

るところです。イーサネットの太い同軸ケーブルを引き

回してコンピュータをつなげていた頃を思い返すと隔世

の感があります。この間に、X.25、OSI、ISDN、ATM、

FDDIなど多くの通信関係の装置や言葉が現れては消

えていきました。近頃は、なぜ通信では音声が64kbps

なのかを知っている学生が珍しくなりました。一方、

telnetやftpという言葉は今でも聞くことがあります。

ハードウェアよりもソフトウェアやプロトコルの方が硬い

のです。容易に変えることもできませんし、新しいもの

を普及させるのは至難の業です。 

  

　さて、私の所属する国立情報学研究所では、この20

年程大学同士をつなぐネットワークを提供してきました。

これはSINETという名称で呼ばれており、当初はコン

ピュータセンターを相互につなぐ網として生まれ、その

後はキャンパスネットワークをつなぐネットワークとして

広がっていきました。リサーチネットワークの勃興時に

比べると、インターネットがごく普通のものとなってしまっ

た今において、往時と比べるとその役割や意義も次第に

変容し、それらを再定義しつつ、どうしたら大学のために

貢献できるだろうと考えながらネットワークの提供を続

けております。当初のつながればよい、速ければよい、と

いう要求が強かった時代から、現在では何よりも運用の

安定性が求められるという、本当のインフラとしての役

割が強く求められています。 

  

　現在、国立情報学研究所が全国の情報基盤センター

と協力して進めている活動にCSIというものがあります。

これは、Cyber Science Infrastructureの略で、「最

先端学術情報基盤」が正式名称です。2年程前から提唱

している活動ですが、これは欧米で進んでいる学術情報

環境の動きと呼応しているものです。 

  

　欧米では、すでにいくつかの次世代情報基盤である

Cyber Infrastructureの実現に向けた活動が始まっ

ています。このCyber Infrastructureを一言で言うと、

高速ネットワークの上で研究活動を行うための基盤と

いうことになります。このようなものは従来ありましたし、

元々インターネットがそういうものだと言われれば正に

その通りですが、もう少し大きな潮流の中に位置付けら

れているというのが私の強調したい点であります。なぜ、

今Cyber Infrastructureなのかということについて

は、現在の科学技術研究の大きな流れの変化の兆しと

密接な関係があると考えています。それが“e-Science”

なのです。 

  

　e-Sc ienceとは、イギリスに由来する言葉です。

OST (the UK Office of Science and Technology)

の長官であるJohn Tailor氏が言い出したのが始まり

です。この“e-Science”のポイントは、科学技術研究

活動が国際連携や学際的なアプローチを必要とするも

のに変貌しつつあるという認識です。たとえば、典型例

は天文学や素粒子物理学に現れています。 

  

　天文学では、望遠鏡により天空のいろいろな方向の

画像を撮影してデータベースに蓄えています。従来は

このようなデータは個々の研究者が保持していたので

すが、現在の望遠鏡作りには莫大な国費が投入されて

います。このような状況では、観測データの共有という

ことが必然となり、また国際協力も必要になってきます。

世界中の研究者は、必要とする観測データの所在を探

して自分の研究目的に使用できるように確保できるよう

な環境を望むようになりました。 

  

　このような環境を実現するには、観測データに共有の

ためのメタデータを付与し、それを相互に参照して必要な

ものを迅速に転送できるようにしなければなりません。ま

た、その解析にはスーパーコンピュータが必要になります。 

　この天文学の例に顕著なように、今後いろいろな研究

分野で、観測機器、電子顕微鏡、地震計などのセンサー

から発生する大量のデータを適切に蓄積し、それを探索

できるようにしておくことが必要となるでしょう。一方で、

研究者の必要とする情報を的確、迅速に転送でき、また

処理できる環境を整備していくことが今以上に重要に

なると思われます。 

  

　また、研究が精緻なシミュレーションをベースにする

ような方向に動いていくことにも留意すべきです。特に

産業界ではこの傾向が加速すると予想されています。

そうなりますと、スーパーコンピュータを多用して得た

シミュレーション結果のデータもまた、センサー出力の

データと同様にして共有する必要がでてきます。 

  

　このようなことを実現する環境として考えられている

のが、Cyber Infrastructureなのです。 

  

　このようにして研究活動がどんどんサイバーな活動

になっていくと何が起こるでしょうか？　いずれにせよ、

大量の電子データから必要なものを探しそれを処理す

るために、ますますソフトウェアが重要になります。研究

者はソフトウェア処理に依存する割合がますます高くな

ります。 

  

　このような研究スタイルは、従来の個人単位や研究室

単位で実験を行っていたような分野にも影響を及ぼす

と思われます。サイバーな研究活動を支えるには、ネッ

トワーク、スーパーコンピュータ、大規模ストレージなど、

大がかりなインフラが必須で、これらの維持管理は、個

別研究者が行うようなことではなく、国家的な投資によ

り実現されることになると思われます。つまり、今後、科

学技術における国際競争が激化する中で、国家的には

このようなインフラへの投資がますます重要で、従来型

の研究体制では競争できなくなると懸念されます。 

  

　道路や橋などの公共インフラは別として、学術的な情

報インフラはずっと「総論賛成、各論反対」の対象でした。

必要性は認めていただけるものの、実際にお金の配分

を考えるときには二の次、三の次になってしまいがちで

した。しかし、Cyber Infrastructureに関しては今後、

国の研究の基礎体力に直結するものとして、もっと重視

していただけるのではないかと期待しています。 

  

　e-Scienceに向かう流れの中で、情報基盤の役割を

再定義しようとしているのがCSIなのです。従来の構成

要素のネットワーク、スーパーコンピュータ、そして学術

コンテンツを有機的に連携させることにより、強力な研

究推進基盤ができると考えています。 

  

　我が国では、ややもすればハードウェアが優先されて

きたと思いますが、これからのCSIの上では、従来以上

にソフトウェアやスキルを持った人材など、ソフト面へ

の投資が重要であると考えています。CSIでは、現在、

基盤的なソフトウェアとして、GRIDと認証基盤を位置

付けて開発を急いでいます。また、その上で活躍する人

材を育成することも重要な課題として認識しています。 

  

　2007年の4月から新たな学術ネットワークとして

SINET3の配備が始まります。東京-大阪間は40Gbps

で運用を開始し、e-Scienceの拡大により早期にこの

帯域を満杯にしたいと期待しています。また、IPサービ

スのみならず、レイヤ1、レイヤ2のサービスも提供し、

実験装置などを接続する複合的な研究ネットワークとし

ての新たな役割を開拓していくことを狙っております。 

2 JPNIC Newsletter No.35 March 2007 3JPNIC Newsletter No.35 March 2007
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◆IPv4アドレスの消費状況

IANA※4からRIRs※5に対する/8ブロックの割り振りをベー

スに消費状況をまとめると、2006年の1年間で10個の/8ブロッ

クがRIRsに割り振られており、2007年2月末時点で未割り

振りの/8ブロックが54個存在しています。

また年間割り振り数の観点では、過去3年間は2004年に9

個、2005年に13個、2006年に10個というように推移していま

す。仮に年間10個というペースが今後持続すると仮定する場

合には5.5年後、つまり2012年中頃にはIANAから割り振るIP

アドレスブロックが無くなってしまうことになります。

APNICのGeoff Huston氏は、IPv4アドレスの枯渇時期

を自動予測するWebページ※6を開設しています。2007年2月

5日現在では、こちらの予測によると2011年7月がIANAの

在庫が無くなる時期とされています。

IANAで在庫が無くなった後はRIRsの在庫のみとなりま

すが、Huston氏のページではRIRの在庫が無くなる時期の

予測もあり、こちらは2012年の6月です。いずれにしても、

IPv4アドレスの枯渇は、5年後ほどの内に現実のものとなる

という見通しになっています。

◆IPv4アドレス枯渇を現実のものとして考える

IPv4アドレスの枯渇は過去にも何度か取りざたされてき

ました。IETFでは1993年から1994年に、ALE（Address

Lifetime Expectation）ワーキンググループ※7において

IPv4アドレスの寿命予測がなされ、この時の予測は2008

年±3年というものでした。その後、IPv6の普及推進にあたっ

て、いくつかの説とともに近い将来IPv4アドレスが枯渇す

ると唱えられました。

このように過去に2度、IPv4アドレスの枯渇がクローズアッ

プされたとするならば、昨年の報告書発表は3度目の機会と

言えます。この報告書発表に対する世の中からの反応には、

「また言っているよ」という風に、言わば狼少年のような捉

えられ方もあったように思います。

冒頭に申し上げたように、報告書の内容はその時までに

発表されていた二つの寿命予測研究成果の精査を初めとし

て、現実としてIPv4アドレスの枯渇を考えるものでしたの

で、報告書を読んでいただいた方々におかれては、過去の

2度よりも数段具体的に、IPv4アドレスが枯渇しつつあるこ

とを理解していただけたと思います。しかしながらその一

JPNICでは2006年4月3日に「IPv4アドレス枯渇に向けた提言」という報告書（以下、報告書）

を公開し、IPv4アドレスの寿命予測に関する既存の研究成果の精査と現在の利用状況の把握を行い、

その内容を踏まえた上で、IPv4アドレスの枯渇に向けて準備が必要と考えられる事項を示しました。

報告書はJPNICのWebサイトからPDFファイルで入手可能※1で、JPNIC Newsletter Vol.33※2

でもご紹介しました。また報告書は英訳版も作成し、2006年7月31日に公開しました。こちらも

JPNICのWebサイトで入手可能※3です。

それからほぼ1年が経過した現在、JPNICではIPv4アドレス枯渇に向けた具体的な対処を開始し

ましたので、本稿ではその状況をご紹介します。

IPv4アドレス枯渇 ～具体的な対処に向けて～

図1 2007年1月のIPv4アドレス状況

方で、IPv4アドレスの枯渇自体は現実感を持って

理解していただいた方々においても、ご自身の生

活や業務、あるいは事業に対してどのような形の

影響となって訪れる問題であるのかというところ

までを含めては、理解していただけるまでにはな

らなかったのではないかと想像します。

報告書の4.3節から、IPv4のアドレスが手に入

らなくなってしまった後のインターネットの状況

に関する考察を引用したいと思います。

IPv4アドレスが手に入らなくなり、かつNAT

をより積極的に導入するなどの方法でIPv4のまま

問題を解決することができない場合、IPv6を導入

するしか方法は無くなります。IPv4アドレスの割

り振りが終了した後に新たにインターネットに接

続されるホスト（ユーザーが利用するクライアン

トやサービス事業者が設置するサーバ）はIPv6ア

ドレスしか持ちませんので、既存のホストがこれ

らの新しいホストに接続するためには、デュアル

スタックの接続サービスによってIPv6を用いてこ

れらのホストに接続するか、IPv4とIPv6の間の通

信を実現するトランスレータ機構を介して接続す

る必要が出てきます。

※1 報告書「IPv4アドレス枯渇に向けた提言」公開にあたって
http://www.nic.ad.jp/ja/research/ipv4exhaustion/

「IPv4アドレスの枯渇に向けた提言」

http://www.nic.ad.jp/ja/research/ipv4exhaustion/ipv4exh-report.pdf

※2 JPNIC Newsletter Vol.33
特集1「IPアドレスをめぐる 最新動向」

http://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No33/021.html

※3“Analysis and Recommendations on the Exhaustion of
IPv4 Address Space”
http://www.nic.ad.jp/en/research/IPv4exhaustion_trans-pub.pdf

※4 IANA（Internet Assigned Numbers Authority）
カリフォルニア大学情報科学研究所（ISI）のJon Postel教授が中

心となって始めたプロジェクトグループで、ドメイン名、IPアド

レス、プロトコル番号など、インターネット資源のグローバルな

管理を行っていました。2000年2月には、ICANN、南カリフォルニ

ア大学およびアメリカ政府の三者の合意により、IANAが行ってい

た各種資源のグローバルな管理の役割はICANNに引き継がれるこ

●残り　54×/8 

001-002, 005, 023, 027, 031, 036-037,  

039, 042, 049-050, 092-95, 100-120,  

173-187, 197, 223 

・参考：使えないもの - 000, 127, 240-255 

 

 

●ここ数年の使用量　年間10×/8 

2004年 9×/8 

058-059（APNIC), 070-072(ARIN）,  

085-088（RIPE）,  

2005年 13×/8 

041（AfriNIC）, 073-076(ARIN）, 089-091（RIPE）,  

124-126（APNIC）, 189-190（LACNIC） 

2006年 10×/8 

077-079（RIPE）, 096-099（ARIN）,  

121-123（APNIC） 

 

 
あと5.5年程度で枯渇？？ 

※3ケタの数字はIPv4アドレスの第一オクテットの数値を示す 

IPv4 
シングルスタックサーバ 

IPv6 
シングルスタックサーバ 

デュアルスタック 
サーバ 

デュアルスタック化 

IPv4 
シングルスタック 
クライアント 

IPv6 
シングルスタック 
クライアント 

デュアルスタック化 

デュアルスタック 
クライアント 

IPv6データセンタ 
ネットワーク 

IPv6インターネット 

IPv6インターネット 
アクセスネットワーク 

新たに出現する 
インターネット利用者 
新たに出現する 

インターネット利用者 

IPv4インターネット 

IPv4インターネット 
アクセスネットワーク 

IPv4データセンタ 
ネットワーク 

サービス資源の 
ボリュームゾーン 
サービス資源の 
ボリュームゾーン 

インターネット利用者の 
ボリュームゾーン 

インターネット利用者の 
ボリュームゾーン 

新たに出現する 
サービス資源 

 

新たに出現する 
サービス資源 

 

IPv6シングルスタックホストと 
IPv4シングルスタックホストの 
通信を実現するミドルシステム 

IPv6シングルスタックホストと 
IPv4シングルスタックホストの 
通信を実現するミドルシステム 

とになりました。現在IANAは、ICANNにおける資源管理、調整

機能の名称として使われています。

http://www.iana.org/

インターネット1分用語解説「IANAとは」

http://www.nic.ad.jp/ja/basics/terms/iana.html

※5 RIR（Regional Internet Registry:地域インターネットレジストリ）
特定地域内のIPアドレスの割り当て業務を行うレジストリです。現

在、APNIC、ARIN、RIPE NCC、LACNIC、AfriNICの五つがあ

ります。JPNICのIPアドレスの割り当て業務は、APNICの配下で

行っています。

インターネット1分用語解説

「地域インターネットレジストリ（Regional Internet Registry）とは」

http://www.nic.ad.jp/ja/basics/terms/rir.html

※6“IPv4 Address Report”
http://www.potaroo.net/tools/ipv4/

※7 Address Lifetime Expectations Working Group（ALE）
http://www3.ietf.org/proceedings/94jul/ipng/ale.html

IPv4アドレス枯渇後の問題ーIPv4とIPv6ホスト間の接続をどのように実現するかー



7JPNIC Newsletter No.35 March 2007

告知する。

「最後のブロックを取り合う」ような混乱を避け、

提出された割り振り申請に対する公平性を期するこ

とと、ネットワーク事業者に対して準備を喚起する。

4）最後の割り振りまで特に延命のためのルール変更など

は行わない。

現行のアドレスポリシーは、節約をその原則の一部

としながらもビジネスの阻害要因とならないように

運用がなされている。社会におけるインターネット

の重要性がより一層増して行く中で、この運用方針

は今後も継続されるべきである。

5）割り振り（割り当て）済みアドレスの回収は別の議論

とする。

未利用アドレスの回収は重要で、既に回収するための

ポリシーも実施されつつあるが、/8が数個返却される

ことで延長される猶予期間は1年にも満たないことか

ら、本提案とは別に対応を検討するべきである。

簡単に要約すると、「多少残るように見積もって世界一斉

に割り振り終了する期日を決め、事前に告知する」という

ことが趣旨となります。これによって、ネットワーク事業

者の皆さんにIPv4アドレスが入手できなくなるタイミング

を事前にお知らせして、必要な対応のご検討を促すことも

大きな目的の一つです。

IPv4アドレス枯渇の問題はここまでに述べてきたように、

なかなか現実感を持って理解されず、未だこのような具体

的な検討を実施している例は世界中を見渡しても他にあり

ません。JPNICおよび専門家チームでは、今回のAPNICで

の提案を皮切りに、APNICとの協力・協議の下、他のRIR

のミーティングにも出向いて積極的な提案活動とそれを通

じた啓発活動を展開する予定です。

インターネットの円滑な運営に寄与する公益法人として

の観点では、上記のアドレスポリシーだけに留まらず、

IPv4アドレスの枯渇状況に関する情報提供や、国内業界全

体で有効な対応策の検討が進むよう、会員や指定事業者の

皆様を始めとするネットワーク事業者、また研究機関や機

器製造事業者の方々とのコミュニケーションを充実させ、
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2007年1月30日に発売が開始されたWindows Vistaでは、

IPv6がより円滑に利用できるようになっているほか、サー

バに利用されるOSでもIPv6対応は進んでいますので、ユー

ザーやサービス事業者でのIPv6対応に対する障壁は相当低

くなってきています。しかしながら、キャリアやISP、デー

タセンターなどネットワーク事業者がIPv6のコネクティビ

ティを提供しなければ、IPv6での通信は実現しません。

ネットワーク事業者がIPv6のコネクティビティを提供し

なければならないのは、新たにインターネットに接続する

ホストだけではありません。IPv6アドレスしか持たないホ

ストも含めて、インターネット上のあらゆるホストと通信

できる状態を維持するためには、IPv4アドレスを持ってい

る既存のホスト全てに対してIPv6のコネクティビティを提

供する必要があります。

これはクライアントやサーバなどのエンドシステムを

IPv6対応にすることとは比べものにならないくらいコスト

がかかることが容易に分かります。ルータをデュアルスタッ

クにする場合にも、IPv4とIPv6双方のルーティングテーブ

ルを保持し安定稼動を図るためには、メモリ搭載量などの

諸元を増強する必要があります。ルータ以外のネットワー

ク機器も、例えばアクセスネットワークの末端ではコスト

削減のため最小限の装置しか配備されない傾向があります

から、これらを全てIPv6対応のものに置き換える必要があ

るかもしれません。IPv6部分の監視に新たなシステムを導

入する、ネットワーク運用要員や顧客サポート要員の教育

など、新たなプロトコルを使ってサービスを提供できる体

制を整えるためには莫大な費用がかかるものと思われます。

そもそもネットワークの展開には設備投資が必要ですの

で、数年にわたる期間の中期計画に基づく場合がほとんど

だと考えられます。冒頭で述べたように今後数年でIPv4ア

ドレスが枯渇すると考えると、そろそろ中期計画の線表の

上にIPv4アドレスの割り振り終了の時期が出現するかもし

れません。つまり、この割り振り終了の時期を過ぎ、手元

のIPv4アドレスも無くなってしまった後には、機器を配備

できたとしてもIPv4のネットワークとして展開することが

できません。そういう時期にインターネットは差し掛かっ

ているのです。

◆JPNICのIPv4アドレス枯渇に向けた対応

JPNICはインターネットの円滑な運営に寄与することを

使命に掲げる公益法人であるとともに、日本においてIPア

ドレスの分配・管理を行うNIR（国別インターネットレジ

ストリ）です。2007年、JPNICではIPv4アドレス枯渇に向

けた対応を重要課題と位置付け、積極的に対応してまいり

ます。

インターネットレジストリとしての立場からは、IPv4枯

渇という大きなエポックを目前にして、混乱を最小として、

円滑にIPv4アドレス割り振りの終了を迎える必要がありま

す。現在にいたるまでのアドレス管理は、有限な資源を節

約して使うという原則があるだけで、割り振り終了を意識

したものではありませんでした。これからIPv4アドレスの

枯渇に向けて、従来とは明らかに異なる状況となるにあたっ

て、適切な枯渇期ポリシーを検討する必要があります。

JPNICでは2007年1月に、IPv4アドレス枯渇期ポリシー検

討専門家チームとして、報告書検討メンバーやグローバル

なアドレスポリシー調整の経験者などにご参集いただき、

枯渇期ポリシーの内容や調整戦略の検討を具体的に開始し

ました。その上で、早速2007年2月にインドネシア・バリ島

で開催される第23回APNICオープンポリシーミーティング

において、"IPv4 Countdown Policy"※8として、具体的な枯渇

期ポリシーの提案を行いました。

執筆時期は議案提出後ながらAPNICミーティングより前

となるため、ここでは提案内容をご紹介するにとどめます。

1）IPv4アドレス枯渇対応は全世界において同時に進める

べき。

全てのRIRで足並みを揃えることで、混乱を最小と

するため。

2）全てのIPv4アドレスを割り振ってしまわず、多少残し

て割り振りを終了する。

IPv4-IPv6のトランスレータなど、枯渇後もどうして

もIPv4アドレスの割り当てが必要というケースを想

定し、ある程度のIPv4アドレスは残しておくべきで

ある。

3）割り振り終了期日を予め決定し、十分な時間を取って

IPv4アドレス枯渇 ～具体的な対処に向けて～

政府や業界諸団体との連携を密に取って、IPv4アドレス枯

渇を円滑に乗り越えるための取り組みを進めてまいります。

（JPNIC IP事業部長 前村昌紀）

※8 APNIC policy proposals
prop-046:“IPv4 countdown policy proposal”
http://www.apnic.net/docs/policy/proposals/prop-046-v001.html
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「ベストエフォートは品質がなんとなく良くない」と思われ

がちですが、本当にそうなんだろうか、「最上の（best）努力

（effort）」なのだから、「あらゆる力を尽くしてパケットを運

ぼうとするインターネット」ではないかと考えています。

インターネットが驚異的につながっていくネットワーク

であることは既に申し上げました。だからこそ、そのセキュ

リティを守ることは難しい課題です。インターネットを利

用するにあたり、ウィルスやスパムメールがあるというこ

と、また、驚異的につながるものを制限しない利点が、逆

に危険性をはらむという事実を理解した上で一人一人が何

をすべきかを考えて利用する、ということに尽きます。そ

れに対してプロバイダ側はいろいろなお手伝いをしますし、

セキュリティを確保する技術も提供します。だからといっ

て裸で歩いていいということではありません。その自覚を

各自が持つことが一番重要です。

現在、P2Pがさまざまな問題になっています。しかし問

題の本質は、「流す情報をコントロールできないこと」と

「トラフィックの流れが最適化されていないこと」にありま

す。グローバルなインターネットには「ローカル」という

概念がないため、物理的に近い場所から同じコンテンツを

持ってくる良い仕組みがなく、帯域が非効率的に使われる

事象が起こります。しかし、これはftpでもNetNewsでもそ

うでした。その時々の主要なトラフィックを最適化しよう

という努力は我々プロバイダが常に行ってきたことです。

ポイントはいかにネットワークのリソースを効率よく使う

ように全体をコーディネートすることではないか、と考え

ています。

運用の立場からも、サービス提供側の立場からも、「お金

を出してインターネットを成長させてくれた人＝利用する

人が幸せにならなくてはいけない」があるべき姿であり、

その観点で「ネットワーク利用者」が常にステークホルダー

であると思います。理想論に聞こえるかもしれませんが、

この根底には「インターネットは皆で作っていくものだ」

という気持ちが中に含まれています。

世の中のトラフィックが爆発しているという話、それに

絡んで、その悪の権化がP2Pであるかのように言われてい

ますが、「それの何が悪いのか」というのが私の実直な質問

です。P2Pで何か悪いことが起きているように皆が思って

いる節がありますが、そこに正当な情報が流れている可能

性も当然あります。今は技術的にトラフィックの中身を見

て遮断ができますが、そうだとしても本当に遮断していい

トラフィックかどうか誰も判断できません。だとすると本

来事業者は全部を流すべきであって、トラフィックが爆発

したから圧縮するという方向性は少しおかしい気がします。

こういったネットワークの使い方も一つの文化です。

また「遅い」という話も出ています。日本のプロバイダ

は、相対的にリッチな回線を持っています。ですから「遅い」

現象が一体どこで起きているのかを検証すると、エッジや

LANの中であったりします。バックボーン、いわゆるイン

ターネットと呼ばれているコアの部分はさほど問題になっ

ていないことが多いのです。「パレートの80対20の法則」を

聞いたことがありますか。これをインターネットに当ては

めると、「全体のトラフィックのうち、P2Pのトラフィック

が8割、残り2割が一般トラフィック」であり、「そしてその

2割を8割の人が使っている」と統計的にも言うことができ

ます。ここから導き出されることは、「社会の経験則で考え

てもインターネットは全体的にうまく動いていると判断で

きるのではないか」ということではないでしょうか。考え

なければいけないのは、エッジで混んでいるものをインター

ネット全体の問題ととらえる人の方かもしれません。

新サービス創出の可能性は第一に「サービス事業者の想

像力」にかかっています。ユーザーは、「今のサービスで満

足している」と言いつつも新サービスが出ると飛びつきま

す。それは事業者が潜在的にあるシーズをユーザーとの対

話の中で敏感に感じ取り、新サービスとして具現化してい

るからです。新たなニーズやサービスはこのように発掘さ

れ、実現していきます。インターネットはインターコネク

トしていくことによりネットワークが形成されていますか

ら、全てがグローバルです。どういうサービスがどの範囲

で提供されるかは、サービス提供側と提供される側の相互

関係において決まっていくことであり、最終的に利用する
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特集 2

2.0を考えるにあたり「そもそも1.0は何か」を考え、原点

に立ち戻ると、「P2P」の概念こそがインターネットの本質

であると思う気持ちを強めています。「つなぐ人＝提供側」

「つながる人＝提供される側」という関係はなく、皆が対等

に線をつなぐことでネットワークが形成されている以上、

全てはP2Pから始まっています。一度送り出したパケット

に対してボーダーはなく、どこにでも驚異的に運ばれるの

がインターネットの強みです。IPのプロトコル自体にはISP

とISPの境目もなく、国毎の境目もありません。ISPはユー

ザーに対して「インターネットの接続をさせてあげている」

のではなく、「インターネットのコア部分の運用代行をして

いるのだ」、そもそも最初はそのような気持ちで始めた気が

します。

この「ボーダーレス」の考え方の他に、「ステューピッド

ネットワーク」「エンド・ツー・エンド」「ベストエフォート」

という考え方が私の原点となっています。「ステューピッド

ネットワーク」は、ネットワークは余計なことを何もせずに

パケットをしっかり運べということです。また、「エンド・

ツー・エンド」は、やりたいことはエンド同士で実現しな

さいということになります。ネットワークが余計なことを

しない環境下で、エンド・ツー・エンドで制御し、アプリ

ケーションを作り、コンテンツをマッシュアップする、そ

ういうことが自由にできる土壌、そのような真のインター

ネットのオープン性を維持したいと考えています。また、

通信業界には、この10年を俯瞰（ふかん）した際に感じら

れる大きなパラダイムシフトがあります。日々進むブロード

バンド化と通信網のIP化により、従来、レイヤーやサービス

の種類によって分けられていた通信界の既成概念が崩れつ

つあるということです。そして今まで別物であった概念が融

合（convergence）して提供されるサービスの登場する世界

が、「Internet2.0=インターネットの第2フェーズ」です。

2006年12月5日に開催した「IP Meeting 2006」では、

『このInternet2.0の世界とは果たしてどのような世界なのか、

そしてそれを見据え、インフラに関わる各人が、今、一体

何をすべきかを共に考えよう』という目標を掲げました。

まず、江崎JPNIC副理事長より、Internet2.0を考えるに

あたり、以下の「五つの質問」が参加者全員に提起されま

した。

1. インターネットにおいて誰がステークホルダーであるか。

2. インターネット資源は一体誰のものであるか。

3. そのインターネット資源を誰が提供するのか。

4. どのようにグローバルに展開していくのか。

5. 今後、新サービスの可能性をどのように創造/担保して

いくのか。

このあと紹介するコ

メントは、今回の講演

者・パネリストが述べ

た「Internet2.0に向け

ての考察、思い」をま

とめたものです。皆様

も上記の五つの質問を

念 頭 に 入 れ つ つ 、

Internet 2.0の世界を想

像してみてください。

Internet2.0に向けて
変貌するネットワーク社会を見極める
～ IP Meeting 2006の議論から ～

モデレータを務める後藤JPNIC理事長

浅羽登志也
株式会社インターネットイニシアティブ

取締役副社長

原点回帰

近藤邦昭
まほろば工房/JANOG
（JApan Network Operators' Group）
会長

利用する人が幸せになる
ネットワークを



11JPNIC Newsletter No.35 March 2007

ヤーの中でのコスト負担をいかに考えて縦方向の公正競争

を確保するかが重要となっています。

こういった市場の変化の中での「ネットワークの中立性」

は、通信レイヤーを他のレイヤーがいかに公平に利用でき

るかという「ネットワーク利用の公平性」と、ネットワー

クを増強するためのコストを誰がどのように負担するかと

いう「コスト負担の公平性」の二つの観点に分けられます。

つまり、P2Pに代表されるネットワーク利用の多様性を実

現しつつ、これを維持するための仕組みをどう確立するか

がポイントです。認証・課金機能や著作権管理、QoSの確

保などを行うプラットフォームの部分のオープン性を保ち

つつ、また、どういう場合であればネット上で特定のアプ

リケーションの機能を制約することが許容されるかといっ

た点も考察が必要になります。また、「端末」も非常に重要

なキーワードです。レガシーなネットワークでは、ネット

ワーク側でエンド-エンドの通信を制御することが常識でし

た。しかし、端末側でダイナミックにネットワークを制御

するという形態も重要であり、そのどちらも自由に選べる

形が今後のネットワークの柔軟な活用の在り方と言えます。

端末側の知性を活用することにより、端末とネットワーク

の責任分担がどう変わっていくのか、その時に出てくる社

会的問題点は何かといった点も考える必要があります。

ネットワーク上のトラフィックは非常に伸びています。

この急増にどう対応するかも大きな課題です。帯域占有率

が時間帯によっては上下とも8～9割に達しているところが

あります。注目されるのはP2Pの占める割合が高く、特に上

り帯域において占有率が高いという点です。日本はブロード

バンド基盤が最も整備され、FTTH化によって上り帯域も

拡大していますが、これらを背景にP2Pが爆発的に増加して

いると考えられます。これはコンテンツ・アプリケーション

というものが、いわゆるレイヤーの上から下に流れるとい

う形が崩れ始めていることを示しています。通信キャリア

が現在構築を始めているNGNも、レイヤー型の構造をとっ

ていますが、これに加えて、ネットワーク側とその外縁に

あるエンド側が対等の立場を持つネットワークの構築も必

要でしょう。このため、NNI（Network-Network Interface）

のオープン性をどう担保していくのか、通信レイヤーとそ

の上下のレイヤー間のオープン性をいかに担保するのか、

また端末との間のUNI（User-Network Interface）をどの

ように担保するのか、これらがいわば「ネット民主主義」

を確保するための検討課題です。マーケットメカニズムが

きちんと働いていればこういった問題はそもそも考える必

要がないのですが、もし競争が阻害される要素がどこかに

あり、市場のメカニズムがうまく働かないことが起こった

場合に、どこに着目してマーケットをモニタリングするの

か、そして、いかに競争阻害的な要素を排除するのかが重

要になっていくのです。

ボーダーレスという意味では、サイバーの世界は国境が

ありません。しかし国というものは依然として存在してい

ます。全ての国が同じ政策を取ることはありませんし、他

国と利益が相反する場合もあります。まさに国境のあるリ

アルの世界と国境がないサイバーの世界の境目で社会的な

システムの整合性が問われます。また、デジタルデバイド

という観点からは、ブロードバンドのアクセスをいかにユ

ニバーサルにするかを考えないと意味がない時代になりま

した。このため、ユニバーサルサービスの在り方について

も見直しが必要です。電話の時代と違って、インターネッ

トの世界では行政がなるべく口を出さないことが肝要です。

しかし、サイバーの世界でもリアルな世界と同様に、国と

国との利害衝突が生まれたり、ある国の規制が別の国の規制

に影響を与える可能性もあります。従って、インターネット

政策の分野でも、市場の公正競争を確保することはもとよ

り、それ以外の領域でも国益という観点から国が政策として

行うべき部分は相当あるのではないか、そしてネットワーク

の中立性の議論はこうした幅広い論点を含んだ議論の端緒

を開くものでないかと考えています。

携帯のマーケットは9,400万台という膨大な規模です。そ

の中でiモードやEZweb等のいわゆる、IP接続が可能なサー

ビスの利用者は、今や87%に上っています。この数字はPC

の国内台数、ブロードバンドサービスの契約数と比べても

相当な数です。誰にとっても「すぐそばにある携帯機」は
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人が幸せになるネットワークを皆で作っていきたい、とい

うのが私の考え方です。

「Internet2.0への期待」という意味では、今後もインター

ネットは我々のコミュニケーション基盤であり続けるだろ

うと思っていますし、そう期待しています。リアルの世界

とサイバーの世界がより融合し、人だけでなくいろいろな

モノがつながり、まだ誰にも思いつかない楽しい使い方が

出てくるだろうと思います。ただそうなると、インターネッ

トに接続する人・モノに、ますます性善説が通用しづらく

なるだろう、ということも実感しているところです。

インターネットは相互につなぎ、協力して遠くに運びま

しょう、というところから出発しています。そしてIPとい

う基盤は多様な使い方ができます。当初はシンプルに作る

ことの方が重要であり、「セキュリティ」や、パケットを運

ぶこと自体の「ビジネス」という点はあまり考慮されてい

なかったと思います。シンプルさが多様な使い方を生み出

す点を維持していくことが重要である反面、今後も我々の

コミュニケーションの基盤としてあり続けるには、現実世

界の原理原則を全く無視するわけにはいかないと思うので

す。従って、やはり「安全であること（セキュリティ、認証、

著作権等）」、並びに「通信基盤ビジネスとしても成り立たせ

る」という経済原則を、インターネットを2.0への高みに押

し上げるためにもしっかり議論していく必要があると考え

ます。

インターネットの世界の中で、IPを運ぶということを主

軸にしているプロバイダがビジネス的に差別化を図るには、

コンテンツ提供者やサービス提供者と密に連携しながらビ

ジネスをする必要があるのではないでしょうか。そういう

意味において、今後のステークホルダーはコンテンツ提供

者と利用者がなるのではないかと思います。

ビジネスと言えば、課金の話も重要です。私も流すべき

トラフィックはどんどん流せという考えには賛成です。た

だ、平均ベースに料金体系を構築している以上、事業者の

良心から、少なく使っている人と多く使っている人との不

公平感は感じています。トラフィックを増やしている原因

が一部のP2Pなので、みんな「P2Pが悪い」と端的に言って

いるんだと思います。

インターネットがある限り、新サービス創出の場は失わ

れません。ただ、全て透過に通信するという話については、

「どこまで必要か」の考慮が必要であると考えています。今

はIPv4でNATやFirewallがあるところでサービスするしか

ない状況です。そこでサービスを提供して儲かるのであれ

ば、多少のコストを払ってもいろいろと作っていく、うま

く障害を乗り越える方法を提供者は考えるのが現実論です。

インターネットの今後や本質を考えるにあたり、いかに経

済原則などの現実と理想との間を取るのか、この辺りは皆

様にも考えていただきたいポイントです。

現在総務省では、「ネットワークの中立性」をキーワード

に「ネットワークにおいて一体何が公平なのか？」を考え

ています。

従来、通信の競争政策では、サービスの種類あるいはモー

ド（通信形態）別に、特に物理的なネットワークとその上の

伝送サービスというレイヤーを中心に公正な競争が実現す

るか否かを考えてきました。しかしIP化・ブロードバンド化

により市場が統合され、競争環境に変化が生まれています。

その一つが「水平的な」市場統合、つまり、音声・データ・

映像を分ける意味、固定と移動を分ける意味、あるいは距

離区分で分ける意味がなくなりつつあるということです。

二つ目は「垂直的な」市場統合です。プラットフォーム・

コンテンツ・アプリケーションまで含めた垂直統合型の

ビジネスモデルが生まれてくる中で、それぞれのインター

フェースをどのようにオープンに保ち、レイヤー間やレイ

特集 2 Internet2.0に向けて 変貌するネットワーク社会を見極める
～ IP Meeting 2006 の議論から ～
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Internet2.0 を考えるにあたり、四つの論点を提示しま

す。「Everything on the Internet（インターネット上に全て

が乗る）なのか」「安価で世界のみんなをつなぐというこ

と」「世界のみんなをつないだ副作用」「ロングテイルを伸

ばす新技術」ということです。

まず、「Everything on the internetなのか」を考えま

す。今までインターネットはICTの主要要素でありました。

しかし今後、様々な事業者が経済合理性に基づきビジネス

を展開するにつれ、インターネットを経由しない通信トラ

フィックが増えていくのではないかと思います。例えば

「IPTV」「コンテンツデリバリーネットワーク（CDN）」のよ

うな事業が急激な成長を遂げています。IPTVのようなリッ

チコンテンツは広告によって大きな収入を得ることができ

ます。リッチコンテンツは広帯域を要しますし、コンテンツ

の価値を維持するためにはコンテンツをより確実な手段で

お客様の手元まで届けたいと考えるでしょう。これを実現

するためにはコンテンツの配送を行う専用のネットワーク

をお客様の近くまで設けることになります。「放送通信融

合」というキーワードでも、放送がインターネットに乗る

か乗らないかという話があります。規制や法律など政策的

な問題がありながらも、マルチキャストが全インターネッ

ト的に普及したら不可能な話ではないと思いますが、現段

階では閉域IP通信網を放送に利用するという局面の議論が

展開されています。放送に限らず、しばしばインターネッ

トとインターネットではない閉域IP網が混然として語られ

ることが多いですが、この二つを明確に分けて考えること

が必要だと思います。

次に、「安価で世界のみんなをつなぐ」ことを考えます。

インターネットは儲からないという声をしばしば耳にしま

す。その割に、世界のみんなをつなぐためのグローバルな

調整は大変です。世界中には先進国もあり発展途上国もあ

ります。先進国からみたときに、発展途上国につながるこ

とはビジネス的な観点からいうとそこまで重要視されない

だろうと思うと、「世界のみんなにつながる」というのは一

見メリットに比べて重たいもののように見えます。しかし

ながら発展途上国の側から見ると、インターネットへのア

クセスは「発展に向けた知識へのアクセス」という至上のも

のと捉えられています。私もこの「世界のみんなにつながる」

ことの重たさに途方に暮れそうでしたが、インターネットに

つなぎたいと思った人々自身が自分たちの力でつなぎに来

るというのが今までインターネットが広がってきた流儀で

あったことを思い出して立ち直りました。インターネットコ

ミュニティはインターネットにつながるための知識や経験

をミーティング等を通じて提供するという形で既にかなり

の手助けをしています。しかしそれでも回線などの設備投

資や、「それでは国際回線の価格差をどう克服するのか」と

いった経済原理だけでは解決できない問題も存在していま

す。国際的な公共政策として何らかの手当てが必要なのか

もしれません。

また「世界のみんなをつないだ副作用」も起こります。皆

をつなぐことにより、トラフィックは増大し、スパムメール

もセキュリティ脅威も増しました。最近大きな問題は「P2P

ファイル共有」です。必ずしも使うかどうかわからないファ

イルを共有するという事象が、膨大で無用なトラフィック

や著作権コントロールの問題を生みました。インターネット

を安心して使ってもらうために、堅牢性やセキュリティ、

著作権管理をもう少しまともにする必要があります。さも

ないとインターネットは使えないものになります。10Gbps

を越える回線が欲しいという風潮もありますが、不正・無

用なトラフィックを制御できれば、今はそこまで逼迫（ひっ

ぱく）度も高くないかもしれません。

ユビキタスネットワークや無線技術は、「Anyone to

Anyone」を「Anyone everywhere to Anyone everywhere」

「Machine to Machine」に変える技術です。インターネット

につながるのはAnyoneではなくAnythingになり、小さな

ユーザーやモノがどんどん増えています。モノがインター

ネットにつながると何が嬉しいのか、安い帯域として使う

のか、あるいはあらゆる情報を集めてデータマイニングす

るのか等、どう利用するかがポイントになり、場合によっ

ては人間の情報行動や技術の使い方を再設計しなければな

らないこともあります。しかし「インターネットの本質」
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インターネットを語る上でも大きな存在と言えるのではな

いでしょうか。

面白いデータがあります。「コンテンツをどこから購入す

るか」というデータです。いわゆる「物品」の購入ではパソ

コンからの購入が多いのに対し、音楽等の「デジタルコン

テンツ」の購入では携帯からの方が圧倒的に多いのです。

欲しいと思った時、時間と場所を選ばず気軽に購入するに

はやはり携帯が向いています。さらに、携帯は「事業者が

きちんと管理している個人を認証するデバイス」としても

評価されています。つまり、携帯の中にダウンロードした

ファイルの管理が著作権者の意図した通りに可能であるこ

とが、著作権保有者にも理解されています。こうして、有

料の音楽ダウンロードはCDの販売とほぼ同じレベルのかな

りのビジネスサイズとなっています。また、「携帯でどんな

サービスを使いたいですか」という調査では、「音楽プレイ

ヤー」「GPS」「TV放送受信」「おサイフケータイ」「FM ラ

ジオ放送受信」等の支持が高くなっています。お気づきの

通り、これらは「通信」ではありません。携帯機は今後、

個人の認証デバイスとして使う機会も増え、もはや「単なる

通信装置ではない」ことが明らかです。

今の移動体と固定のネットワーク、また電話網とデータ

網は、過去の経緯から基本的には別々のネットワークです。

しかし使う側から見ればそれぞれの区別を意識したいとは

思いませんし、また区分けしておかなくてはいけない本質

的理由は今やどこにもありません。そういったことから

KDDIではネットワークを統合するプラットフォーム「ウ

ルトラ3G」の開発を進めています。「FMBC（Fixed, Mobile

& Broadcasting Convergence）」と呼んでもよいでしょ

う。固定系の方がNGNと呼ぶ概念と同じですが、移動体的

世界がより色濃い主体となった発展です。この将来プラッ

トフォーム構想について、「インターネットとの関係」が取

りざたされることがありますが、今と位置関係は大幅に変

わるものではないのではないと想定しています。インター

ネットとはその伝送部分で相互に接続しあいます。事業者

間ネットワークはNNIでつながり、また、サービスデリバ

リープラットフォームもきちんと作られます。これらが全

てアクセスには非依存で、固定も移動も有線も無線も全部

がまぜこぜで自由に使えるようになるだろうと思います。

また「放送」との協調では「IP over デジタル放送」を開

発しています。これは、「放送のデジタル化」ではなく「放

送波の上にIPパケットを乗せる」ことです。リターンリンク

も携帯や有線といろいろな可能性が広がります。この面白

さは、放送でIP上のコンテンツが配信可能ということです。

放送の持つ同報性と同期性が、インターネットの持つ双方

向性とコンテンツの豊富さをうまく利用できる方策となる

のです。

IP化のネットワークは、ビジネスモデル的には回線交換の

時代、あるいはISDNの時代とは全く異なります。高速サー

ビスはやればやるほど赤字になるコスト構造になりがちで

す。そういう理由もあり、携帯業者は垂直統合ビジネスモ

デルをとっていました。著作権管理と個人認証をきちんと

して垂直統合的に音楽ダウンロードを提供することにより、

新しいマーケットが成長しました。さらに可能性を広げる

観点から、今はオープン化も進めています。単なるオープン

化にとどまらず、一気に解体して水平分業型にすべきとの

声もあります。しかし我々はそのような垂直／水平択一議

論が良いとは考えていません。おそらく当面はオープンモ

デルとクローズモデルが並存していき、連携分業型のモデ

ル、つまりアライアンス型のモデルが重要と考えます。こ

の辺りのバランスが取れないとビジネスにならず、事業継

続もできません。事業継続できないということは基本的な

インフラを皆様に提供できないことを意味します。お金を

払う人と受け取る人の両方がハッピーでなければ経済原理

は成り立たちません。マクロな意味で経済として動く状態

が作れなかったら全員がアンハッピーになります。どこか

に「経済的にバランスの取れた」点があるはずです。全体

を発展させ、安全なインターネットにしていくということ

からも、分業連携型、取引用語で言うなら「相対」型が必

要です。様々なニーズにきちんと対応できる必要がありま

す。例えば、何が何でもとにかくパケットを届けろという

意味でのベストエフォートタイプと、自分の要求通りの品

質で通信したい（逆に要求以下なら通信しない）というハ

イグレード品質の二つのニーズを満たさねばならないこと

もあるでしょう。この経済原理が働いているという状況で、

かつ、競争原理が適切に担保出来ているという状況であれ

ば、あとのサービスの創造はネットワークの仕掛けではな

く、人間の知恵や独創性や想像力というものにかかってい

ると言えるのではないでしょうか。

前村昌紀
JPNIC
IPアドレス担当理事

インターネットの
真の国際化とは

特集 2 Internet2.0に向けて 変貌するネットワーク社会を見極める
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がマルチメディア性やコンテンツのリッチネスにあるので

はなく、グローバルにAnyone to Anyoneで自由な通信を

実現するところにあるとすると、こういった特性をフル活

用してビジネスを組むことで、様々な可能性を生みだせま

す。この辺でインターネットは「ロングテイルを伸ばす新

技術」とも呼べそうです。

インターネットは「外交官モデルではなく劇場モデル」

です。これは、一つの決め事をするにも、テーブルの上や

下で個別に交渉するのではなく、皆の前で発言して情報や

技術を共有し、協力して動かすという文化です。一つ一つ

のネットワークの要素技術は囲い込み戦略を取りがちで閉

鎖的なものですが、「インターネットの技術」とは「この閉

鎖的な要素技術をつなぐための、社会で共有される技術」

です。真にグローバルなネットワークとなるためのインター

ネットの真骨頂は、その社会的な技術に我々がどうアプロー

チをし、この劇場の上でいかに立ち回るかで発揮されるの

ではないでしょうか。

未来を考えることは、我々が、現在の自分自身の立ち位

置を明確に知ることでもあります。立ち位置を知るために、

「ステークホルダーは誰か」「どのようにグローバルに、新

しいビジネスの創造性を担保していくか」を考えることが

キーポイントとなります。皆それぞれ立場の違いがある中

で、少なくとも「Internet2.0」に向けた問題意識や見通し

などは、実はそれほど食い違っていないのではないでしょ

うか。インターネットの健全な発展を願い、そしてユニバー

サルという方向に向かって歩む方向性は同じです。現状の

課題には「セキュリティ」「コスト分担」「ガバナンス・資

源管理」「モラル・リテラシ」「地域格差」等のさまざまな

観点からの問題点がありますが、歩む方向性さえ同じであ

れば、技術の役割、コミュニティの役割、政府の役割等、

それぞれの役割の中で自分がやるべきこと、またそれに向

けた解決アプローチはおのずとわかるものなのかもしれま

せん。誰しもが変化を受け入れ、そして乗り越えるために、

皆で協力することが必要です。

IP Meetingで使用した資料類は、以下のWebページで公

開しております。ご興味のある方はこちらをご覧ください。

http://www.nic.ad.jp/ja/materials/iw/2006/main/ipmeeting/

（JPNICインターネット推進部 根津 智子）

（注：各講演者のコメントの内容は、当日の話をもとに編集

を行ったものです。また、各講演者の肩書は2006年12月5日

開催当時のものです。）
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東京大学情報基盤センター助教授 加藤 朗 

イ ン タ ー ネ ッ ト  

歴史の一幕 歴史の一幕 I n t e r n e t  H i s t o r y

　1986年を過ぎるとJUNET※1の接続数も増え、モデムも

300bpsのものから2,400bpsのもの、さらには9,600bpsの

データ転送が可能なものに更新され、扱う電子メール、電子

ニュース量は増大していました。しかし、直接IPが届き、いろい

ろな分散処理が瞬時にできる、という環境は、各組織内部に

限定されていました。そのため、広域分散環境の研究といって

も、実際の環境での評価はなかなかできなかったわけです。こ

れを打開するためには、組織間を専用線で結び、IPが通る環

境を構築することが必要でした。これを実現するために

JUNETの開発に関連していた連中を中心に始まったのが

WIDE Projectです。 

  

　最初のリンクは1987年に東京大学大型計算機センター（当

時）と東京工業大学工学部情報工学科間の64kbps高速デ

ジタル専用線で、Sun-3/260にSCPというシリアル同期通信

ができるカードを装着したものが使われました。やや遅れて東

京大学大型計算機センターと慶應義塾大学理工学部数理科

学科（当時）の間にも64kbpsの回線が開通しました。これに

よって、それまではすぐに返事を書いても配送されるまでに数

時間かかっていた電子メールがほぼ瞬時に届くようになり、そ

の他のアプリケーションも帯域は限られているとはいえ、学内

の延長として使えるようになったのは大きな驚きでした。 

  

　当初、ネットワークは海外のインターネットには接続されてな

かったので、適当な IPアドレスを使っていました。そのため、「正

規」のIPアドレスを取得し、それに移行することが必要になり

ました。これが、現在のJPNICの前身である「IPアドレス割り

当て調整委員会」が発足するきっかけになりました。 

  

　また、勝手なアドレスを正規のアドレスに移行することも必

要でしたが、当時筆者が大学院生だった東京工業大学では、

情報工学科のアドレス移行は割合瞬間的に行われましたが、

他の学科を説得したり、また学外からパケットが直接飛んでく

ることに対する懸念の声もありました。丁度ワークステーション

をルータにしていましたので、IPを転送する部分のコードを書

き換え、宛先アドレスによる転送の制限や、IPヘッダのアドレ

ス書き換えおよびTCP/UDPのチェックサムの補正ができるよ

うにしました。ftpのストリームのoffset変動に対する補正など

は組み込まれておらず、アドレスの変更もKernelの再コンパイ

ルが必要になるなど、不十分なものでしたが、JUNETの電子

メールの配送には大きく貢献しました。おそらく世界で最初に

開発されたNATではなかったかと思います。 

  

　その翌年の1989年になると専用ルータProteon 4100を

用いて、慶應義塾大学とハワイ大学がPACCOMというプロジェ

クトの援助を得て接続されるようになり、回線速度は64kbps

でしたが、当時としては画期的な「高速」回線でTISNとほぼ

同時期にインターネットの仲間入りをした次第です。この当時

の主要なアプリケーションは電子メールとftpでした。また、当

時は経路制御プロトコルとしてはRIPが使用されていました。

これがBGPになるのは1992年になってからのことです。 

  

　帯域や実ユーザ数は現在とは比べものにならないぐらい限

られたものでしたが、アメリカの大学に留学しなくてもインター

ネットが使える環境を手にすることができた意義は非常に大き

かったと思います。それまでは、“仮に繋がったとすると”とい

う仮定で議論するしかなかったわけですが、それが実際に動き、

評価され、予想していない問題が指摘されると新たな研究課

題が生まれます。ネットワークが繋がれば終わるだろうという指

摘もあったWIDE Projectが今日も活動を続けている理由は

ここにあります。 

※1『JPNIC Newsletter No.29』インターネット歴史の一幕：JUNETの誕生 
http://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No29/060.html
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いて、社員からアイディアを出し合い投票を行った結果、

「レンタルサーバ業界でNo.1になる」という気持ちを込め

て「ファーストサーバ」と名付けました。その後事業が拡

大して、分社独立するに至った際、この思い入れのある商

品名を会社名にしようということになりファーストサーバ

という社名となりました。

岡田　社員の方々の想いの込もった社名となっているん
ですね。

丸山　御社は、設立当初からインターネット事業に関
わってこられていますが、これからのインターネットはど

うあるべきか、といったビジョンがありましたらお聞かせ

いただけますでしょうか。

岡田　インターネットは、単なるコミュニケーションとい
う側面から、コンピューティングという側面の高度化が求

められる局面にある気がしています。コミュニケーション

というのは、本来共通性や標準性を求めるものです。我々

がインターネット事業を始めた頃は、RFCへの準拠や標準

への合致というものに注意を払うなど、インターオペラビ

リティ（相互運用性）を確保していくための技術的な取り

組みに重きが置かれていました。

ブロードバンド時代となり、インターネットがほぼ全て

のところに普及してきて、メールやファイルの交換につい

ても標準化されたものが広がりコミュニケーションインフ

ラとして確立されてきました。企業などは、それぞれの目

的を成就するために、こうしたコミュニケーションインフ

ラを使って本格的なコンピューティングを実現し、競争力

をアップしたり合理化を進めることに注力し始めていま

す。たとえば、メールやファイル交換といったものは単純

なコミュニケーションツールですが、その上に複雑な処理

を付け加えて多様なコンピューティングのための応用ソフ

トウェアが誕生したことにより、コミュニケーションの分

野に止まらず、企業活動全般のネットワーク活用の仕方に

丸山　最初に、ファーストサーバ様がインターネット事
業を始められた経緯といったものをお聞かせいただけます

でしょうか。

岡田　当社は、2000年にクボタシステム開発株式会社の
レンタルサーバ事業が独立して設立されました。その親会

社である株式会社クボタ グループでは、Titanといったコン

ピュータや、TAHITIという光磁気ディスクを作っていま

した。

丸山　懐かしいですね。Titanは当時一世を風靡しまし
たものね。TAHITIは、私は今も使っていますよ。

岡田　そうなんですか。クボタは、Titan2やTAHITIを
発表した後、事業を見直していく中、コンピュータ製造事

業から撤退しました。1993年の初めには、クボタグループ

の社内ネットワークは、全社IP化されていまして、私が在

籍していたクボタシステム開発では、それを他の上場企業

に提案して、3～4社の全国WAN構築を行ないました。そ

のようなこともあり、「インターネット事業をやれ」とい

うことになったのです。我々は、もともとTitanなどUNIX

関連のマシンを使ってシステムインテグレーションを行っ

ていたこともあって、IPネットワークにも抵抗なく対応す

ることができました。その後2000年に、ファーストサーバ

が誕生しました。

成田　なるほど。ファーストサーバ設立以前よりコン
ピュータ、ネットワーク事業に関わってこられたというこ

となんですね。ところで、ファーストサーバの社名にはど

のような由来があるのでしょうか。

岡田　設立前のクボタシステム開発時代に、レンタル
サーバの新システムを開発したのですが、その商品名につ

JPNIC

会員と語る ファーストサーバ株式会社 

［参加者紹介］ JPNIC会員 
ファーストサーバ株式会社 

代表取締役  岡田 良介氏 

JPNIC DRP/インターネットガバナ
ンス分野担当理事 丸山 直昌 

JPNIC事務局長  成田 伸一 

 

今回はファーストサーバ株式会社を
訪ねました。代表取締役 岡田良介氏

に、ファーストサーバ

の事業運営を通じたインターネットに
対するビジョンについて、さまざまな

角度からお話を伺い

ました。 

会員名 
ファーストサーバ株式会社 
所在地 : 大阪市中央区安土町1丁目8番15号 野村不動産大阪ビル 3F  
設　立 : 2000年6月1日   
資本金 : 3億6,357万円  
U R L  : http://www.firstserver.co.jp/ 
（2007年2月13日現在） 
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■ インターネットは、より高度なコン
ピューティングが求められる時代に
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変化をもたらしています。また、こうしたニーズはますま

す多くなってきています。

インターネットが、コミュニケーションのためのツール

として安定化し普及してきて社会全体に大きな役割を果た

すようになってくると、インターネットの本質である「通

信＋コンピューティング」のうちの、後者のコンピュー

ティングという側面で非常に高度化することが求められる

ようになり、これからいろいろな仕組みが登場してくるの

ではないかと感じています。当社といたしましても「コン

ピューティング」という要素の強いコンピュータアプリケー

ション、ソフトウェアの開発に力を入れているところです。

岡田　1994年以前はUNIXを使っていればTelnetもFTP
も皆知っていて、テキストのみの通信というのはメインフ

レームも含めて新しいものではありませんでした。その後、

Mosaicの登場により、絵も音もネットワーク越しにアクセ

スできるというのが、革命的な印象を利用者に与えたんだ

と思います。まさに、それが「インターネット革命」の出

発点、最初の衝撃だったと思います。

インターネットで映像コンテンツが扱えるようになり、

世界中どこからでもアクセス可能になったことは、国境を

越え、文化を越え、法制度を越え、時間を越え、距離を越

え、あらゆる意味でシームレスな世界でありグローバルで

あるというインターネットの本質を、否が応にもインター

ネットユーザーに理解させる力を持っていたと思います。

その衝撃が今も続いているのではないでしょうか。そうい

う意味で、最初のMosa i cがもたらしたあの衝撃は、

YouTubeやMySpaceといったサービスに承継されていま

す。そして、インターネット上でのコミュニケーションに、

静止画だけでなく動画が加わり、Mosaicがもたらした恐る

べき衝撃はまだまだ続

いています。

19世紀の最大の発明

である電話と、20世紀の

最大の発明であるコン

ピュータが融合するこ

とで誕生したのがイン

ターネットですが、日本

では1993年に商用サー

ビスが始まりました。

インターネットの利用が

進み社会が変革していく

ことをインターネット革

命と呼びます。このイン

ターネット革命というのは、電話産業の流れとコンピュー

タ産業の流れという、それぞれ違った流れによる変革の嵐

を、もう一度起こさざるをえないような本質を持っている

のではないでしょうか。

コンピュータは当初から単純にいえば差別化のための道

具であったと思います。たとえば、企業では合理化であっ

たり高速化であったり大量の処理を正確に行なうために使

われていますが、これはまさに差別化のために使われてい

ると言えます。インターネットというのは、単なる電話網

と違い、コンピュータが相互接続されることで、恐るべき

繋がりをもたらします。その効果によって、凄まじい社会

の変革をまだまだ起こし続けていくのではないかと思って

います。

丸山　19世紀的な発明として電話の例が挙がりました
が、19世紀の末に起ったもう一つの革命は自動車だと思い

ます。自動車は20世紀をもの凄く変えました。自動車の存

在によって、国土の姿まで変わりました。インターネットは、

それに匹敵するくらいのインパクトがあったと思っていま
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ではまず規模では競争していけないと感じました。そして、

我々の強みを活かせるサービスは何かを考えた時、サーバ

コンピュータを貸すレンタルサーバ事業というのは、将来

的にはそのサーバ上でプロセッサやストレージを使ったさ

まざまなサービスに展開するであろうということ、それは

我々が目指すコンピューティングという方向性に合致して

いると考え、そこに活路を見い出したわけです。

現在、4万近いビジネスユーザーのお客様がおられますが、

皆様からコンピュータを使っていろいろなことをやりたい

というご要望を頂いております。そうしたご要望にお応え

し、ご提供したプロセッサとストレージとネットワークと

いう環境を基盤に、ソフトウェアコンテンツ、プログラム

コンテンツのバリエーションを広げ、より品質を高めるこ

とで、お客様のビジネスの変革に少しでも寄与していきた

い考えております。そういう意味で、技術や環境の変化は

ありますが、これまでもこれからも我々がやっていくべき

ことの本質は変わらないということですね。

丸山　インターネットの環境もこの10年で大きく変わっ
てきていました。たとえば、接続のスピードに関して言え

ば、1995年当時と比べても1万倍くらいになっていますし、

コンピュータそのものの処理スピードも上がってます。他

にもいろいろあると思いますが、この10年くらいの変化を

どう思いますか？

岡田　そうですね、我々のビジネスを通じて感じるのは、
インターネットの活用についてお客様が本格的に考え始め

たという点ですね。当初のお客様は、Webには静止画を上

げて、コミュニケーションツールとしてはメールを使うと

いう、非常にシンプルなWebのご利用方法でした。Web

に上げる情報というのは、駅の看板とイコールだったわけ

ですね。それがここ数年、ブロードバンドの普及と時を同

じくして、Webの裏側で仕組みを動かしたいというニーズ

が増えてきました。常時接続により、誰でもいつでも高速

すが、そのあたりの岡田社長の感じ方はいかがですか？

岡田　インターネットというのは、自動車と同じかそれ
以上に社会を大変革させたと思っています。そのインター

ネットが従来のやり方では実現できなかった変化を世の中

にもたらしているのではないでしょうか。現にGoogle社な

どは単なる検索サービスを提供するだけの会社ではなく、

コンピューティングカンパニーです。つまり、コンピュー

タがネットワークで相互接続されることで、次元の違うコン

ピューティング性能を発揮し始め、従来処理できなかった

ことが可能となってきています。そしてまた、ネットワー

クで繋がり合うことが、全世界的規模での情報処理を可能

としています。そうしたことが、株価や世界の天候の解析

であったり、さまざまな分野で当たり前のように活かされ

ているわけです。インターネットで収集した情報を、コン

ピュータの向こう側にあるさまざまな仕組みを介して分析

加工する、といった情報処理の技術は社会に巨大な変化を

もたらしているのではないかと思いますね。

丸山　自動車は数十年にわたって社会を変え続けたわけで
すが、インターネットは社会に出回ってまだ10年ですものね。

岡田　インターネット革命というのは、まだまだ続くと
思いますね。

成田　このような変革の中で御社が目指すべきところに
ついては、どのようにお考えですか？

岡田　我々は、大手通信キャリアのように資本も人材も
潤沢にあるわけではないですが、それでもインターネット

時代に特徴的なことをやってみたいと、創業時より考えて

きました。1996年にOCNさんがインターネット接続事業

に参入すると聞いて、接続サービスを提供するだけのISP

ファーストサーバ株式会社

ファーストサーバ株式会社
岡田良介氏

■ ニーズの多様性にいかに対応して
いくかが課題

■ インターネットがもたらす社会の変化
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Internet Explorer 7（IE 7）を供給したことでますます普

及のスピードは加速するのではないでしょうか。

丸山　日本語ドメイン名の登録数データを見ると、マイ
クロソフト社がIEのIDN対応についてプランを発表した頃

から、登録数が急増しています。確かに影響は大きかった

んだと思います。ところでJPNICは、JPドメイン名の登録

管理業務は日本レジストリサービス株式会社（JPRS）に

移管し、IPアドレスの登録管理を行なっておりますが、そ

の点については何かご意見などありますでしょうか？

岡田　IPアドレスの管理については、JPNICさんを大い
に信頼しています。IPv6アドレスもIPv4アドレスも安定

的にルーティングされているということは、ある意味奇跡

的なことなのかもしれないと思います。ネットワークの安

定的な運用は、誰かがどこかで汗水流さないと維持できな

いことです。

丸山　ありがとうございます。御社はICANNの公認レジ
ストラでいらっしゃいますよね。そうした立場から国際的な

視点で見てドメイン名に関わる状況について何かご意見は

中でそれが機能して、利便性の高いものになっているのか

というとまだまだだと思います。また、ENUMについて

もJPNICさんで取り組まれていますが、まだまだ世界的な

インフラとして発展していくほどには正規化されていない

と思います。そう考えると、実はオープンに相互接続され

た基盤部分は、上位のアプリケーションの話が盛り上がる

一方で、まだまだ混乱している状況です。

こうした問題について、いろいろなところで議論されて

いるのだと思いますし、またさまざまな利害関係者も多く

調整が難しい世界になっているのは百も承知です。しかし、

そうした状況を一つに束ね標準化の方向性を提言していく

というのは、インターネット革命の陣頭指揮を取ってきた

JPNICさんの役割であり義務であると思います。また、

我々としては、そのような部分にJPNICさんの会員となっ

て支えていく意義を感じていますので、これからも引き続

き公益性を持った組織として先頭を走っていただくことを

期待しています。

丸山　少し前にJPNICが取り組んだことに、国際化ドメ
イン名（IDN）があります。これについては、いろいろと

議論がある中で確信ある一つの方向性というのがありまし

た。しかし、SIPやENUMに関しては、まだ模索している

段階というのが正直なところです。インターネットの標準

化の歴史を振り返ると、試行錯誤の結果、良いものが残る

ということを繰り返してきました。SIPやENUMについて

も、これから試行錯誤を十分にやっていく中で方向性を見

い出していく必要があると思っております。また、インター

ネットがダイナミックに発展していくために、何事も恐れ

ずに試行錯誤をやってみることが重要だと思います。

岡田　IDNについては、コンピューティングの世界でも
日本が果たしてきた役割というのは、非常に大きいと思っ

ています。IDNの普及に関しては、活用の事例が本格化す

るのは日本が最初だと思いますし、マイクロソフト社が

ファーストサーバ株式会社
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なインターネットに繋がった状態の環境が急速に広がっ

て、インターネットが私たちの生活に深く浸透してきたこ

とにより、社会的インフラとして認識されるようになった

感があります。

特に、ここ2～3年でビジネスユーザーの意識に関しては、

大地殻変動が起きているように思います。その要因となる

第一のソリューションはネットショップなんですよね。そ

れまでインターネットとは縁遠かった実際に商売をされて

いる方々から、チャレンジしたいという要望を多くいただ

くようになりました。

丸山　ここ2～3年ということですか。

岡田　そうですね。ここ2～3年で、以前と根本的に状況が
違ってきている気がします。販売システムについても、一

から仕組みを作るとなると取っつきにくいのですが、カー

トの仕組みだけでなく、在庫管理、受注管理、販売管理の

仕組みといったソリューションをパッケージとして提供し

ておりますから、素人に近い人でも、少し勉強すればショッ

プを開設してネット上で物を売れるというわけです。そう

したツールをいろいろ

な形で活用してビジネ

スをされる方々が劇的

に増えてきています。そ

ういう時代になって、

インターネットの活用の

仕方もバリエーション

がものすごく拡大してい

て、一言では言えない多

様性、雑多性が生まれて

きているように思いま

す。コンテンツは、多様

なところに意味がある

わけですが、その多様

性が一気に爆発しているのが、ここ2～3年という気がして

います。

成田　そうすると、御社のようなサービスを提供する会
社の需要が増えているということになりますね。

岡田　おかげさまで、レンタルサーバの需要は増えて
いっていると思います。ただサーバを貸し出しますという

商売だけでは駄目で、世の中の多様性にいかに対応してい

くかが大きな課題だと思っています。

成田　インターネットビジネスの在り方についても、イン
ターネットが市民権を得て社会的なインフラと認知される

につれ、認識が変わってきていると思いますが、いかがで

すか？

岡田　インターネットビジネスが登場した当初は、さま
ざまな事業者もインターネットビジネスに参入してきまし

たが、ここ数年でそうした事業者はかなり淘汰されてきて

います。社会に対して本当のサービス価値を提供するため

に汗水流して取り組む会社だけが認められ、社会から受け

入れられる時代がきた、という点では喜ばしい時代がきた

と思います。

丸山　ビジネスをされていく中で、どのようなことをイン
ターネットに望んでおられますか？

岡田　エンドユーザーにとってインターネットは正常に
動いて当たり前のものになりつつありますが、シンプルな

メールシステムの場合でも、実際には迷惑メールの問題な

ど、オープンなネットワークそのものを維持することが困

難になるような現象が起きているのが事実です。一方で、

SIPのような新しいプロトコルが出てきても、現実社会の

ファーストサーバのレジストラ認定証

■ JPNICに期待すること
～標準化の方向性を提言していく役割～

JPNIC事務局長
成田伸一
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第31回通常総会（東京、東京国際フォーラム） 9
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会員と語る 
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ございますでしょうか？

岡田　そうですね……
ドメイン名そのものが

名前というものを扱っ

ている以上、知的財産

権とデジタル証明書の

話が出てきます。特に

デジタル証明書につい

ては、その認証基準が

米国公認会計士協会の

承認の可否によるなど、

米国中心で決められて

いることに不満を感じます。日本企業や日本のソフトウェ

アハウスが蚊帳の外にいる感じがします。そのことで、不

都合を感じることが多々あります。やはり、インターネッ

トの信頼性は今後も引き続き話題になるはずですし、日本

としてもデジタル証明書を公式に認証する機構が必要だと

思います。

丸山　なるほど、ビジネス上、デジタル証明書というの
がかなり重要になってくるということですね。

岡田　ビジネスの世界では必須になっています。たとえ
ば納税証明書の出し方一つとっても米国と日本では違うよ

うに、証明書そのものの信憑性や基準というのは、国毎に

ローカライズする必要があると思っていますが、今のとこ

ろ全くされていないのが現状です。インターネットがより

信頼性を求められるものになるにつれ、日本としてそうし

た問題に取り組んでいく必要があると思います。

成田　最後に、ボランタリーな努力で進展してきた現在

のインターネットをさらに発展させていくために、考えて

おかなければならないことは何だと思われますか？

岡田　インターネットって、それぞれのポジションで一
生懸命やっている人たちが、中身に基づいて発言した結果、

それが良いものであれば認められて、悪いものであれば採

用されずに世には出ないという仕組みを大切にしてきまし

たよね。そうした、中央集権的なトップダウンの進め方で

はなく、ボトムアップで事を進めるというインターネット

のポジティブな側面を、さまざまな分野で上手く活用して

いくべきだと思います。インターネットデモクラシーとい

う考え方は、企業活動や学校の情報教育を通じて広がって

いくべきだと考えています。組織というのは元来、中央集

権的な性格があるかと思いますが、たとえば、当社を運営

していく中でも、リーダーシップという話とは別に、それ

ぞれの人間が持っている可能性を活かし、議論の中で切磋

琢磨していくやり方というのを大切にしていかないといけ

ないと思っています。

また、JPNIC総会などでも、異議を唱えさせていただい

たことがありますが、JPNICさんにはさまざまな意見を受

け止めて考えていただく組織であって欲しいと願っていま

す。そうしたJPNICさんであればこそ、我々も支えていく

べきであると考えています。我々も、インターネット文化

を先導し造り上げていく役割を意識しながら、企業組織の

在り方、インターネット事業について悩みながら進めてい

るので、これからもご支援をお願いします。

丸山　こちらこそよろしくお願いします。JPNICとして
も望ましい方向性とは何かを考え、皆様のご意見をいただ

きながら進めていきたいと思います。ぜひこれからもよろ

しくお願いいたします。

丸山・成田　本日はありがとうございました。

ファーストサーバ株式会社

■さまざまな分野で活かされるべきインター
ネットデモクラシーという考え方

JPNIC DRP/インターネットガバナンス担当理事
丸山直昌
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2006年11月1日（水）、東京・田町のキャンパス・イノベー

ションセンターでJPNIC主催、立教大学ビジネスロー研究

所協力にて、シンポジウム「ドメイン名紛争のガバナンス

～JP-DRPの現状と課題～」を開催しました。

2007年4月1日のADR法（裁判外紛争解決手続の利用の促

進に関する法律）施行を前にADR（Alternative Dispute

Resolution）が注目される昨今、ADRの一つと言えるJP-

DRP※1に則り実施されているJPドメイン名に関わる紛争処

理について、第一線の専門家の方々をお迎えし議論の場を

持つことができました。朝10時から夕方18時までと長時間

にわたるイベントでしたが、活発な議論があり大変盛況の

うちに幕を閉じました。

ドメイン名登録に関係するJP-DRPですが、詳しくない方

もいらっしゃるかもしれませんので、本稿では簡単にJP-

DRPについてご説明します。

JP-DRPとは、不正の目的によるJPドメイン名の登録・使

用があった場合に、権利者からの申立に基づいてそのドメ

イン名を取消または移転するための紛争処理手続のことで

す。

JP-DRPは、1999年10月にICANNにおいて策定された統

一ドメイン名紛争処理方針（UDRP）※2をモデルとしていま

す。UDRP策定の背景には、インターネットが飛躍的に発

展・普及し、ドメイン名が識別子としての機能だけではなく

商業的な価値を有すると見なすユーザーが増えてきたこと

に伴い、.comや.netなどのgTLDの利用において、ドメイン

名と商標を巡る紛争が国際的な問題に発展するケースが見

られるようになった状況があります。それらの問題に、裁

判と比べて低費用・短期間・簡易な手続きで対応するため、

UDRPが策定されました。

その頃のJPドメイン名の状況は、「一組織一ドメイン名」

や「ドメイン名の移転禁止※3」の原則を採用してきたこと

もあり、ドメイン名紛争は顕著化していませんでした。し

かし一方で、これらの原則の緩和・撤廃を求めるユーザー

の声が出てきたこともあり、それらに応えて移転の自由化

や一組織が複数のドメイン名登録を可能とするためには、

ドメイン名紛争の処理体制の整備を急務とする認識が高まっ

てきました。

そこで、JPNICでは1999年12月に「ドメイン名の紛争解

決ポリシーに関するタスクフォース（DRP-TF）」を結成し、

JP-DRPの策定が進められました。途中、パブリックコメント

の募集や理事会承認を経て、2000年10月に実施されました。

（なお、このJP-DRPの策定に伴い、ドメイン名の移転は原

則自由化※4されています）

2004年11月には、それまでの裁定例を法学的見地から

検討する専門家チームを結成し、活動の成果を2006年3月に

JP-DRP裁定例検討最終報告書※5としてJPNIC理事会に提出

すると同時に、JPNICのWebで一般向けにも公開しました。

Activity Report

■ JPNIC DRP検討委員会の取り組み
シンポジウム「ドメイン名紛争のガバナンス～JP-DRPの現状と課題～」開催報告

JPNIC DRP検討委員会の委員である早川、島並両氏より、
JP-DRPの概要と裁定の特徴について説明がありました
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この活動は、裁定例の検討のみならずJP-DRPの在り方を

考えるきっかけとなり、JP-DRP改訂などを検討するために、

2006年8月にDRP検討委員会を設立しました。

このような背景のもと、本シンポジウムの第3セッション

では、DRP検討委員会よりJP-DRP改訂の中間答申案を報

告させていただきました。参加者の皆様と活発な意見交換

を行うことができ、貴重なコメントを頂戴する機会となりまし

た。シンポジウムでいただいたご意見は、JP-DRP改訂に向

けたその後の検討の参考とさせていただき、2007年1月に

公開された改訂案に反映されています。

シンポジウム

「ドメイン名紛争のガバナンス～JP-DRPの現状と課題～」

日　時：2006年11月1日（水） 10:00～18:00 

会　場：キャンパス・イノベーションセンター　国際会議室

プログラム（以下敬称略）：

Opening Remarks：後藤滋樹、松尾和子

第1セッション：「JP-DRPとは何か」

座　　長：植村昭三

報　　告：早川吉尚、島並良

コメント：山田文、佐藤恵太

第2セッション：「JP-DRPを巡る手続的諸問題」

座　　長：花水征一

報　　告：山内貴博、上野達弘

コメント：矢部耕三、田中正治

第3セッション：「JP-DRPの改革」

座　　長：久保次三

報　　告：丸山直昌、早川吉尚

コメント：松尾和子、道垣内正人

活動報告
JPNIC DRP検討委員会の取り組み　シンポジウム「ドメイン名紛争のガバナンス～JP-DRPの現状と課題～」開催報告

※1 ドメイン名紛争処理方針（DRP）
http://www.nic.ad.jp/ja/drp/

JPドメイン名紛争処理方針
http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00816.html

JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則
http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-00817.html

※2 統一ドメイン名紛争処理方針（UDRP）
http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm

※3 JPNIC NewsLetter No.8 「JPドメイン名の譲渡禁止」
http://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No8/sec022.html

※4 JPドメイン名紛争処理方針の新設および登録規則の改訂について
http://www.nic.ad.jp/ja/topics/2000/20000719-01.html

※5 JP-DRP裁定例検討最終報告書
http://www.nic.ad.jp/ja/drp/JP-DRP_team_finalreport.pdf

（JPNIC インターネット推進部 高山由香利）
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2006年12月5日（火）～8日（金）の4日間、パシフィコ横浜

でInternet Week 2006を開催いたしました。本稿では、

Internet Week 2006の全体概要をご報告いたします。

今年でInternet Weekは10回目を迎え節目の年となりま

した。また、パシフィコ横浜での開催は今年で6回目と

なり、毎年参加いただいている方々にとっては、クリスマス

イルミネーションに輝くみなとみらいの街並みもお馴染み

の景色となっているのではないでしょうか。

さて、開催期間は風が冷たいながらも好天に恵まれ、約

4,000名の皆様にご参加いただきました。今年の開催実績は、

カンファレンスが8、技術動向を中心とした3時間の講義

形式であるチュートリアルが28、BoFが8、スポンサーによる

ソリューションセミナーが4、となります。

Internet Week 2006の特色の一つとして、「これまでの

10年を振り返り今後の10年を考える」という共通テーマの

もとカンファレンスが展開された点があげられます。具体

的には、初日のIP Meetingで問題提起を行い、各カンファ

レンスでの議論を経て、最終日のインターネットフォーラム

では各カンファレンスの議論の総括と今後への提言が行わ

れました。いろいろな団体によって多彩なテーマでのセッ

ションが開催されることがInternet Weekの特徴の一つで

すが、そこに一本の軸を設けるということが今年のInternet

Weekの試みとなりました。こうした試みにより、参加者の

皆様にとりまして、会期を通じてインターネットの歩んで

きた10年を振り返り、これからの10年を見据えて何をすべ

きかを考える場となりましたら幸いです。

最後になりましたが、Internet Week 2006にご参加くだ

さいました皆様、誠にありがとうございました。参加者の

皆様からいただいたアンケートのご回答などを今後の参考に

していきたいと思います。

活動報告
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2006年11月24日（金）、第30回JPNIC臨時総会が東京都中

央区八重洲の八重洲富士屋ホテルにて開催されました。今回

の総会では、2006年度補正予算案について会員の皆様に

お諮りしました。以下、本議案について簡単にご報告します。

◆第1号議案：2006年度補正予算案承認の件

本議案は、第28回総会（2006年3月3日）にて承認された

2006年度収支予算に変更が生じたため作成された、補正

予算案についてお諮りしたもので、変更する収支予算項目に

ついて成田事務局長が全体の説明を行いました。本議案は、

原案の通り承認可決されました。

今回報告の第30回臨時総会の資料、議事録等は以下のURL

にて公開しております。

http://www.nic.ad.jp/ja/materials/general-meeting/20061124/

◇　　　　　　◇　　　　　　◇

総会に引き続き「JPNICからのお知らせ」として、佐野

理事よりInternet Week 2006について、事務局の奥谷より

第11回JPNICオープンポリシーミーティングについての

ご案内をさせていただきました。

その後に休憩をはさみ、恒例となりました講演会が行わ

れました。今回の講演会は、DRP・インターネットガバ

ナンス分野担当の丸山直昌理事より、「JP-DRPの現状と改革」

と題した講演が行われました。

第31回通常総会（事業計画・収支予算）は、2007年3月

9日（金）に東京国際フォーラムにて開催されました。こち

らについては、次号にてご報告する予定です。

（JPNIC 総務部 細越亜紀子）

■ 第30回臨時総会報告 ■ Internet Week 2006 レポート

第30回総会会場の様子

全体概要

Internet Week 2006の会場 パシフィコ横浜
冬晴れに恵まれました

初日から多くの方々にご来場いただきました。
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IP Meetingは「インフラとしてのインターネットの開発・

構築・運営に関わる人々が一堂に集まり知識・課題を共有

し、インターネットの発展のための議論を行う」場として、

Internet Weekの開始以前の1990年から継続しているもの

です。17回目を迎える今回は、Internet Week 2006の初日で

ある12月5日（火）に開催し、250名を超える大勢の方々にご

参加いただきました。

ここ数年は、午前中に【今年一年のインターネット基盤

技術を総括するTechnical Issue】、午後は【最新動向を

伝える講演とパネルディスカッション】の二部でプログラム

を構成しています。午後のテーマ「Internet2.0に向けて－変

貌するネットワーク社会を見極める－」については、本誌

の特集ページ（P8～P14）でレポートしていますので、本稿

では午前の部の内容を報告します。2006年のインターネッ

トインフラの整備状況を、一読で概観できると思います。

また、IP Meetingで使用した資料類は、以下のWebページ

で公開しております。ご興味のある方はこちらもあわせて

ぜひご覧ください。

http://www.nic.ad.jp/ja/materials/iw/2006/main/ipmeeting/

◇　　　　　　◇　　　　　　◇

◆午前の部「2006年 Technical Issue」

（1）ネットワーク基盤技術

JPNIC IPアドレス検討委員で、NTTコミュニケーション

ズ（株）の吉田友哉氏から、最近のインターネットにおける

ルーティング、トポロジ、トラフィックの動向などを中心

に、インターネットバックボーンの状況報告がありました。

ルーティング動向として、IPv4、IPv6、ASとも増加して

おり、ことIPv4については経路増大の抑制や集成に向けた

取り組みが必要であること、またASに関しては、2013年頃

に本格化されるとみられる4Byte-ASへの対応を検討して

いく必要性について言及がありました。

トポロジー動向としては、10G Aggregationが本格化

してきていること、またトラフィック動向に関しては、国内

外ともにP2Pのトラフィックを中心にかなりの伸びがある

活動報告
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◆Internet Week 2006開催概要

名称　Internet Week 2006

会期　2006年12月5日（火）～12月8日（金）

会場　パシフィコ横浜 会議センター

主催　社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

（JPNIC）

共催　財団法人インターネット協会（IAjapan）

有限責任中間法人JPCERTコーディネーションセンター

（JPCERT/CC）

社団法人日本インターネットプロバイダー協会

（JAIPA）

財団法人日本データ通信協会 Telecom-ISAC Japan

特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会

（JNSA）

日本UNIXユーザ会（jus）

協力　日本ネットワーク・オペレーターズ・グループ

（JANOG）

モバイル・コンテンツ・フォーラム（MCF）

WIDEプロジェクト（WIDE）

後援　総務省、文部科学省、経済産業省

協賛　NTTコミュニケーションズ株式会社（OCN）

株式会社日本レジストリサービス

株式会社アッカ・ネットワークス

ネットワンシステムズ株式会社

株式会社UCOM

インターネットマルチフィード株式会社

株式会社SRA

株式会社創夢

ディーリンクジャパン株式会社

日本インターネットエクスチェンジ株式会社

株式会社ネットマークス

三菱電機情報ネットワーク株式会社

横浜市

（JPNIC インターネット推進部 飯塚有紀子）

［関連記事］ P.8特集2 Internet2.0に向けて

Internet Week 2006 レポート Internet Week 2006 レポート

懇親会で乾杯の挨拶をするJPNIC理事長 後藤滋樹

IP Meeting 2006 

IP Meeting 2006の様子
熱心に聞き入る参加者の皆様
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ことが報告されました。このようにトラフィックが増えると、

コンテンツ配信やP2P配信に関するアーキテクチャを検討

していくことが必要になってきます。また、経路情報の脆

弱性や不要な経路を排除していくこと、次世代の高速IFの

必要性（HSSG）についても言及されました。

IP Meetingの参加者は運用管理（ネットワーク管理）者

が、参加者の半数以上であるため、本セッションは、例年

アンケートでも関心が大変高い項目です。

（2）レジストリ＋ガバナンス

JPNIC IPアドレス担当理事の前村昌紀がチェアとなり、

ドメイン名、IPアドレス、WHOIS、ICANNをめぐるイン

ターネットガバナンスの観点から、（株）日本レジストリサー

ビス（JPRS）の宇井隆晴氏とJPNIC IP事業部の奥谷泉と共

に、今年のコーディネーションを語るという形式で本セッ

ションは進められました。

前村理事からは、ICANNとインターネットガバナンスフォー

ラム（IGF）を取り巻く動向について話があり、両団体とも

に地道に継続して注目していく必要性があることが述べら

れました。宇井氏からはドメイン名に関して、世界では

TLDへのIDN導入が検討されているとのお話がありました。

また、登録数に関しては「.eu」が躍進していることと、日

本では汎用JPドメイン名の登録数が50万件を突破したと

の報告がありました。

奥谷からは、IPアドレスポリシーを取り巻く状況の説明

がありました。枯渇がささやかれるIPv4アドレスへの対応

として、JPNICは「IPv4アドレス枯渇に向けた提言」を

発表し、枯渇期に即したポリシーとして、クリティカルネッ

トワーク向けのアドレスやLast Minutes Fairnessの確保、

歴史的経緯を持つPIアドレスの連絡先の明確化などが検討

されている旨が報告されました。また、IPv6のアドレス

ポリシーについても、実運用を意識したポリシーの見直しを

しているとのことでした。

（3）オペレーショナルセキュリティ

（社）日本インターネットプロバイダー協会（JAIPA）

行政法律部会の部会長である甲田博正氏、テレコムサー

ビス協会・（株）インターネットイニシアティブ（IIJ）の

齋藤衛氏により、「通信の秘密」に関わる制度の動向を中心

にお話をいただきました。

100年の歴史を持つ電話もIP化が進みつつある今、通信

方式が変化し、事業、プレーヤー、技術、特性も変化して

います。その中で当然、通信の秘密として保護すべき部分

も多様化していますが、しかし、現行の法制度下ではあま

りに多くの場合が「通信の秘密の侵害」にあたるため、実際

には一律の基準で判断することが難しく、ケースバイケース

で判断されているのが実情です。こういった状況下では、

各自業者が判断に困ることが往々にして起こるため、何が

「通信の秘密の侵害」にあたるのかを整理してガイドライン

を作成しようという試みが、JAIPAを中心とした「インター

ネットの安定的な運用に関する協議会」で行われています。

実際どういう場合が「通信の秘密の侵害」にあたるのか

というケーススタディがあり、その後、協議会やガイド

ラインに関しての報告がありました。

（4）NGNとインターネット

東京大学・WIDEプロジェクトの江崎浩氏から、NGNと

インターネットの関係および相違点等を解説していただき

ました。

まずNGNとインターネットは“vs”なのか“with”なの

か、という視点から両者の相違点が述べられ、今後の両者

の関係として「NGNはASの一つと考えられる?」「Gateway

Internet Week 2006 レポート Internet Week 2006 レポート

でつながる?」「NGNの上にインターネットが乗っかる?」と

いう選択肢が示されました。両者の関係がどのように位置

づけられるかは未知数であるものの、インターネットの

技術者として守るべきものは、現在すでにグローバルに動い

ている、透明性や接続性・メディアの選択性を備えたイン

ターネットアーキテクチャであると述べられました。また

技術標準化やビジネス展開を意識したグローバル性も守っ

ていかなくてはならないとの意見が示されました。

※ 講演者の肩書きは2006年12月5日開催当時のものです。

（JPNIC インターネット推進部 根津智子）



33JPNIC Newsletter No.35 March 2007

られました。

（株）インターネットイニシアティブの松崎吉伸氏からは

DNS amplification attacksの攻撃手法とその防ぎ方につい

て説明がありました。DNS amplification attacksの主要な

攻撃要素としてIPアドレス詐称とDNS増幅があり、その対

策としてsource address validationと問い合わせに応答す

るサービス提供範囲を限定することが必要であるという

説明がありました。JPRSの民田雅人氏からは、リソースレ

コードのTTLを短くすることによるcache poisoningの危

険性の説明がありました。UDPが主に用いられるDNSでは、

送信元のアドレス詐称と16ビット長のIDを推測することで

偽のデータを送り込むことが可能であることは以前から知

られていましたが、その可能性が意外に高く、TTLが短け

れば短いほど攻撃が容易になることが指摘されました。

解決のためにはTTLを長くすること、コンテンツサーバの

数を増やすこと、IngressFilterの導入、DNSSECの導入が

必要であるといった解説がありました。

◇　　　　　　◇　　　　　　◇

参加者の皆様からは、最新のDNS技術動向について知る

ことができた、今後もDNSに関するイベントや討論の場が

欲しいという要望など、多数のご意見をいただきました。

JPNICでは、いただいたご意見を元に検討を重ねて参ります。

どうもありがとうございました。

（JPNIC 技術部 小山祐司）
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今年のDNS DAYは、Internet Week 2006の2日目、12月6日

（水）に開催され、DNSサーバ管理者およびDNS関連技術

者など多数の方々にご参加いただきました。

今年のプログラムは、前半は「DNS updates」と題して

JP DNSサーバ、root DNSサーバの運用レポート、そして

DNSの最新動向をご紹介し、後半では「DNSにおけるセキュ

リティ再考」と題してDNSの安全性について改めて見直す

べきポイントについてご紹介しました。

DNS DAYで使用した資料類は、以下のWebページで公開

しております。ご興味のある方はこちらもあわせてぜひご覧

ください。

http://www.nic.ad.jp/ja/materials/iw/2006/main/dnsday/

以下では、活発な議論や意見交換が行われたDNS DAY

の模様についてレポートします。

◇　　　　　　◇　　　　　　◇

プログラムの一つ目「DNS updates」では、初めに

（株）日本レジストリサービス（JPRS）の白井出氏からJP

DNSの運用レポートがありました。今年の大きな出来事と

してJP DNSの更新間隔の短縮があり、それにともない

全てのJP DNSサーバのBIND9化とJPゾーンの統合が行わ

れたことが紹介されました。続いてWIDE Project/東京大

学の関谷勇司氏からroot DNSサーバに関するトピックの

紹介がありました。root DNSへのAAAAレコードの追加

にあたっての進捗や、DNSSECの実現に向けての課題など

の解説が行われた後、インドネシア・中国・フィリピンか

ら各root DNSサーバへのレスポンスタイムの計測結果に

ついて紹介され、トポロジー的なroot DNSサーバの配置

についての考察が行われました。

二つ目の「DNS最新トピック」ではNTTコミュニケーショ

ンズ（株）の吉村知夏氏からAS112についての解説と運用状

況についてのレポートがありました。dynamic updateの

登録要求時にホスト名が漏洩する問題に触れ、プライベート

アドレスの逆引きをネットワーク内で解決するよう正しく

設定すべきという指摘がなされました。筆者である私から

は逆引きゾーンのlame delegationに関するレポートを行い、

JPNICの管理するIPアドレスレンジに関しての逆引きゾーン

のlame delegationを改善する取り組みについて説明しまし

た。JPRSの宇井隆晴氏からは、DNSの政策動向として

ICANNやIETFの解説、新TLDやDNSSECなどのドメイン

名分野におけるトピックの紹介がありました。最後に

JPNICの川端宏生からは、IPアドレスの政策動向として

ポリシー策定の流れや逆引きDNSの委任についての解説が

行われました。

後半セッションの「DNSにおけるセキュリティ再考」で

は、コンテンツデータ肥大化の問題とその対応についてと、

今年顕在化したDNS reflector attack（DNS amplification

attack）とcache poisoningについての解説がありました。

（株）インターネット総合研究所の伊藤高一氏と住商情報シ

ステム（株）の森拓也氏からは、DNSラウンドロビン、

DNSSEC、DomainKeysなどでDNSパケットの大きさが512

オクテットを超えた場合、TCPへのフォールバックや

EDNS0で名前解決が行われること、またそれぞれの挙動の

詳細やEDNS0の実装状況についての解説がありました。512

オクテットを超えるDNSパケットを考慮し、TCPでの問い

合わせにはなるべく応答すること、TCPよりも負荷を軽減

できるEDNS0を利用可能にすることが推奨事項として挙げ

Internet Week 2006 レポート Internet Week 2006 レポート

DNS DAY ～DNSにおけるセキュリティ再考～
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ただいていました。そこで、今回はJPNIC WHOIS以外の

連絡手段を利用しながら割り当て先の明確化を進めること

を提案しました。

方法としては、組織のWebページ、関係組織（グループ

会社、関係する省庁、地方公共団体、上流ISPなど）への問い

合わせ、登記簿謄本等の情報をもとに、電子メールに加え

て電話でも連絡をとることになります。

前回の提案時に検討していた連絡方法と比較して、JPNIC

WHOIS以外の手段も幅広く利用して連絡先の確認を行うこ

とにより、「知らないうちにアドレスを回収されてしまった」

というケースをできるだけ減らしていきたいと考えています。

［JPNICによるIPv6 PIアドレスの分配について］

提案者：JPNIC 奥谷泉

APNICでIPv6におけるPIアドレスの分配が認められた

ことに伴い、JPNIC経由での分配を実施することを提案し

たものです。今回はその方針をもとにJPNICで検討を進め

てよいかお伺いしたもので、料金や手続き等の詳細は決

定次第、追ってご案内いたします。

現時点でまだ詳細は未定ですが、おそらく、現在のIPv4

におけるPIアドレスの割り当てサービスと似た形式でご

提供することになるのではないかと思います。

◆その他主な議論

提案事項以外にも活発な議論が展開されたトピックスが

いくつかあり、パネルディスカッションでは、2012年頃と

言われているIPv4アドレスの枯渇に向けて、「公平」な分配

ポリシーとはなにか、予備として一定のサイズのIPv4アド

レスを残す必要はないか等、枯渇時に混乱のない分配方法

について議論が進められました。なお、予備のアドレスの

用途としては、クリティカルインフラストラクチャ用や、

緊急性の高い分配向け等、いくつかの案が出ており、その

内容もあわせて今後検討が必要となります。本件について

はWGを設立し、2月のAPNICミーティング（インドネシ

ア、バリ）で発表を行いながらアジア太平洋地域全体でも

議論を進めます。

また、IPv6アドレスの割り当てポリシーが、APNICにあ

わせ変更されることに伴う割り振り基準への影響やデータ

ベース登録単位についてもご意見をいただきました。これ

らいただいたご意見についてはAPNICにも相談しながら、

実際の実装についてip-usersメーリングリストで情報提供と

方針の確認を進めていきたいと思います。

◆JPNICオープンポリシーミーティング番外編

当日のミーティング内容と直結するものではありません

が、今回、「ポリシー策定に興味はあるけれど予備知識がな

いと参加しづらい」という方のために、前日にBoFを開催

し、30名の方にお集まりいただきました。特に歴史的経緯

を持つPIアドレスについて参加者の方からご意見をお伺い

することができ、このようにJPOPMの参加にあたっての

補助的な役割を果たすセッションも今後機会があれば開催

していきたいと考えています。

◆所感

ここ数回のミーティングでは、定期的に出席して議論に

参加してくださる方が増えてきている印象を受けます。同

時に、アンケートでは専門用語が多くてわかりにくい等の

ご意見もいただいており、初めての方にも参加しやすい

運営を今後より積極的に検討していきたいと思います。

（JPNIC IP事業部 奥谷泉）

活動報告
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Internet Week 2006のメインカンファレンスとして、

2006年12月7日（木）に開催した第11回JPNICオープンポリ

シーミーティング（JPOPM）の様子をお伝えしたいと思います。

79名の方にご参加いただいた今回のミーティングは、提案

も含めると合計10点の発表が行われ、プログラム、当日の

発表資料は以下のURLからご覧いただけます。

http://venus.gr.jp/opf-jp/opm11/opm11-program.html

提案事項としては前回から継続議論となっていた機能し

ない逆引きDNSへの対策、歴史的経緯を持つPIアドレス

の回収の2点に加え、JPNICを経由したIPv6 PIアドレスの

分配についても、JPNICより提案を行いました。いずれの

提案もコンセンサスが得られています。

また、提案の形式はとらなかったものの、IPv4アドレス

の枯渇についてのパネルディスカッションでは、IPアドレ

スポリシーの側面から枯渇に向けて準備をできることは何

か、コーディネーターの伊藤公祐氏と3名のパネラーにより

議論が進められました。これは多くの参加者の方がアン

ケートで「もっとも興味深かったトピック」として挙げて

くださっていました。

◆ミーティングでの決定事項

［逆引きDNSのlame delegation改善に関する提案］

提案者：JPNIC 小山祐司

この提案は、前回のJPOPMで同様の趣旨で提案した際に

いただいたご意見を手続きに反映し、再提案したものです。

lame改善に向けて以下の手続きをJPNICで進めることで

コンセンサスが得られました。

・JPNICデータベースに登録された逆引きネームサーバの

うち、定義された基準に基づき15日間継続して機能して

いないと評価されるものはlameと判定

・登録者および上位の指定事業者へ通知後、30日経過して

も改善されない場合はJPNICから逆引きゾーンの委譲を

停止

・当該逆引きネームサーバがlameであることをJPNIC

WHOISで表示

この提案の施行に伴い、JPNICデータベースに登録され

ている、機能していない逆引きネームサーバ数の減少につ

ながることをJPNICは期待しています。

［歴史的経緯を持つPIアドレスの割り当て先明確化について］

提案者：JPNIC 佐藤香奈枝

この提案も前回のミーティングでいただいたご意見を

もとに行った提案です。使用していない歴史的経緯を持つ

PIアドレスの回収を進める方向性については前回すでに

コンセンサスが得られましたが、対象となるPIアドレスの

割り当て先に対する連絡手段が不十分であるとご意見をい

JPNICオープンポリシーミーティングの様子
参加者も交えた活発な議論が行われました

Internet Week 2006 レポート

第11回JPNICオープンポリシーミーティング

Activity Report
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◆アドレスポリシーWG

今回のアドレスポリシーWGでは、以下のポリシー提案

が議論されました。

（1）IPv6における割り当てポリシーの変更について※1

エンドサイトへの割り当てサイズを/48に限定せずLIRの

判断に委ねることと、追加割り振りの利用率計算を/48ベー

スではなく/56ベースで行うことという二つの要素からな

る提案で、前回のAPNICミーティングで提案されたものと

同じもの※2です。

会議では、本提案をベースに具体的なポリシー文書を作

成する方向でコンセンサスとなり、今後ドラフトされた文

書をもとにさらに議論が進められることとなりました。

（2）IPv6におけるPI（Provider Independent）アドレス

割り当てについて※3

PIアドレスの割り当てが必要であることを示すことがで

きるエンドサイトに対しては、RIPE NCCと契約書を締結

することを条件に/32のPIアドレスの割り当てを行うこと

ができるという提案です。

会議では、割り当てサイズが/32では大きすぎるのでは

ないかという懸念が示され、メーリングリスト（ML）で

継続議論することとなっています。

（3）IPv6における割り振りポリシーの変更について※4

初期割り振りの要件の1つである「2年間に少なくとも200

インターネット・トピックス 

サイズを/24に規定する提案です。具体的には例えば384個

のIPアドレスを割り当てる必要がある際は、/24と/25を割り

当てるのではなく、/23（/24を2個）を割り当てるべきと

する提案です。

現在RIPE NCCにおけるアドレスポリシーでは、PIの割

り当てに関して最小プリフィクスサイズを定めていません※7。

ルーティングの観点から、/24より小さいプリフィクスは

フィルタされる可能性が高いということが、本提案の背景

にあることが説明されました。

これも会議での結論は出ず、MLで継続議論されること

となっています。

の/48の割り当てを行う計画がある」という条件および、

「エンドサイトへ/48を超える割り当てを行う際には、

RIR/NIRへ割り当て審議申請を提出しなければならない」

という条件を両方撤廃しようとする提案です。

上記提案のうち前者の要素については、ARIN、LACNIC、

AfriNICにおいては既に撤廃されており、提案理由の中で

もそのことが述べられていますが、今回の会議においても

結論は出ず、引き続きMLで議論することとなりました。

（4）データベースへ登録する連絡先e-mailアドレスについて※5

RIPE NCCのWHOISデータベースに登録するe-mailアド

レスには、常に有効なものが記載されていなければならな

いとする提案です。

ある特定のIPアドレスに関して問い合わせを行った際、

当該IPアドレスに関する連絡先としてWHOISデータベース

に登録されていたe-mailアドレスが、機能していなかった

ことに端を発する提案のようですが、既にRIPE NCCの文

書として「正しい情報を登録すること」がLIRには義務

づけられており、そもそも本提案が問題の解決となるのか

を疑問視する発言もありました。

結局この提案も、引き続きMLで議論されることとなり

ました。

（5）IPv4におけるPIアドレスの最小割り当てプリフィクス

サイズについて※6

IPv4において、PIアドレスの最小割り当てプリフィクス
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2006年10月2日（月）から6日（金）まで、オランダ・アムステルダムにてRIPE53ミーティングが開催されました。当

地はオランダの画家レンブラントの生誕400周年を祝し、さまざまな団体や美術館が記念イベントを開催していました。私

自身は今回イベントを見学する時間が取れず少々残念です。

以下に今回の会議の主要トピックを、アドレスポリシーを中心にご紹介いたします。

Amsterdam, Nederland

Plenaryの模様

※1 Proposal to Amend the IPv6 Assignment and Utilisation
Requirement Policy
http://www.ripe.net/ripe/policies/proposals/2005-08.html

※2 APNICでの提案の概要とその結果については、以下のURLを参照
ください。
http://www.nic.ad.jp/ja/mailmagazine/backnumber/2006/vol392.html

※3 Provider Independent（PI）IPv6 Assignments for End User
Organisations
http://www.ripe.net/ripe/policies/proposals/2006-01.html

※4 IPv6 Address Allocation and Assignment Policy
http://www.ripe.net/ripe/policies/proposals/2006-02.html

※5 Contact e-mail Address Requirements
http://www.ripe.net/ripe/policies/proposals/2006-04.html

※6 PI Assignment Size
http://www.ripe.net/ripe/policies/proposals/2006-05.html

※7 APNICでも最小サイズは定められていません。
http://www.apnic.net/docs/policy/add-manage-policy.html#11.1

■全体報告
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（6）IPv4における最大割り振り量について※8

現在RIPE NCCでは、LIRへの割り振り量を文書上で規

定していませんが、実情としては「最大2年間の需要に対

応できるだけのアドレス量を割り振る」運用がなされてい

ます。これを「最大1年間の需要に対応できるだけのアド

レス量」に変更し、文書化しようという提案がRIPE NCC

側からなされました。

当該期間は、APNICでは1年間※9、ARINでは3～6か月、

LACNICでは3か月とされており、RIPE NCCが2年分を割

り振るとしているのは長すぎるのではないかということが

提案の背景にあります。昨今各地で取り上げられている

IPv4アドレスの枯渇に関する話題も関係すると思われます。

会議では、本提案に賛同する意見が複数表明されました。

今後MLでさらに議論した後、ポリシー文書のドラフトが

なされる見込みです。

（7）IPv4の最小アサインメントウィンドウ※10について

現在RIPE NCCにおける最小アサインメントウィンドウ

は0※11ですが、これを/21へ引き上げようという提案です。

RIPE NCCでは自社インフラへの割り当てについてもアサ

インメントウィンドウを適用していますが、これを大幅に

緩和するものです。

提案の背景としては、CIDRが普及してから相当の時間

が経過し、また、トレーニングの成果としてLIR側も割り

当てポリシーに慣熟してきたことが挙げられ、RIR側、LIR

側双方にとってメリットがあるということが提案者である

RIPE NCCの審議担当者から説明されました。あわせて、

審議の比重を割り当て時から、追加割り振り時に移す狙い

も説明されました。

これに対し、LIR側からは「確かに双方にとってメリット

はあるが、アドレスの無駄使いにつながる懸念は払拭でき

ない」という意見が出され、コンセンサスには至らず、ML

で継続議論されることになりました。

本提案は上記（6）の提案とセットで出された感がありま

すが、厳格化方向の（6）には強い反対意見は出なかった一方

で、緩和方向の（7）に対し反対が表明されたのは興味深い動

きでした。

◆その他のトピック - PIアドレス割り当て統計

プレナリーセッションにおいて、各RIRにおけるPIアド

レス割り当ての統計が紹介※12されていましたので報告しま

す。

これによると、2005年から2006年におけるPA（Provider

Aggregatable）アドレス割り振りプリフィクス数と、PI

アドレス割り当てプリフィクス数の比は、APNICが90：10、

ARINが77：23であるのに対し、RIPE NCCではこの比が

逆転し、41：59でPIのプリフィクス数の方が多いという結

果になっています。

また、RIPE NCCでは2003年を境にPIプリフィクス数が

PAのそれを逆転したことも示されています。これらの背景

として、RIPE NCCではPIアドレスの割り当てを受けるの

にマルチホームする必要が必ずしも無いこと、また、エン

インターネット・トピックス 

ドユーザーとRIPE NCCが直接の契約関係を持つ必要がな

く、接続LIRを通じた簡易な申請ができることなどがある

と思われます。

しかしこの反面、エンドユーザーとRIPE NCCとの契約

関係がないため、PIアドレスの割り当て先を正確に把握す

ることが難しいという大きな問題がありますので、今後議

論の対象になることは避けられないものと思われます。

◆おわりに

近年RIPE NCCでは大きなポリシー変更提案がなかった

のですが、ここへ来てIPv4アドレス枯渇の進行、RIRにお

けるアドレス認証局の実験開始などの動きと絡んだ提案、

情報提供がされるようになってきました。今回最後にご紹

介したPIアドレス割り当てに関する問題もその一環として

の問題提起と捉えることもできるのではないでしょうか。

成熟した感のあるIPv4アドレスポリシーにも、今後変更

の動きが徐々に出てくる可能性があります。IPv6アドレス

ポリシーについても同様です。各RIRでの議論を注視しつ

つ、今後も情報提供に努めたいと思います。

（JPNIC IP事業部 穂坂俊之）

※ 8 IPv4 Maximum Allocation Period
http://www.ripe.net/ripe/policies/proposals/2006-06.html

※ 9 JPNICでも1年間の需要に見合う量を割り振ると規定しています。
JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー（IPv4）
9.4 追加割り振りの基準
http://www.nic.ad.jp/doc/ip-addr-ipv4policy.html

※10 アサインメントウィンドウ
LIR（JPNICにおいてはIPアドレス管理指定事業者）が、RIR/NIR
の審議を受けることなく自主的に割り当てることができる最大の
アドレス空間です。

※11 Minimum IPv4 Assignment Window
http://www.ripe.net/ripe/policies/proposals/2006-07.html

※12 PI Statistics Update
http://www.ripe.net/ripe/meetings/ripe-53/presentations/
rir_stats.pdf

第53回RIPEミーテ
ィング
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インターネット推進部では、ルーティングのセキュリティ

向上を視野に入れた登録情報の正当性とデータベースのあ

り方について調査研究を行っており、その一環としてRIR

のデータベース動向を調査しています。今回は、RIPEミー

ティングに参加してセキュリティに関する議論の動向を調

べるとともに、RIPE NCCのスタッフに、RIPEデータベー

スの仕組みや課題について話を伺ってまいりました。

本稿ではこれらを通じて見えてきたRIPEデータベースの

セキュリティの動向について紹介いたします。

◇　　　　　　◇　　　　　　◇

第53回RIPEミーティングでは、初日に主にLIR向けの

チュートリアルが行われ、初日から3日目にかけて全体会議

であるPlenaryが行われました。3日目以降はWGのセッション

が開かれました。ミーティングの参加登録者は355名で、こ

こ1年ではほぼ平均的な人数です。

セキュリティに関しては、全体会議であるPlenaryとNCC

Services WGでリソース証明書に関する議論が、Database

WGでIRTオブジェクトとCRYPT-PWを廃止する案につい

ての議論が行われていました。これらの議論についてご紹

介します。

◆リソース証明書に関して

リソース証明書については、Plenaryをはじめ複数のWG

で議論が行われていました。リソース証明書はIPアドレス

やAS番号が入った電子証明書※1で、WHOISの代わりにIP

アドレスの割り振りや割り当てを証明するために使われま

す。IPアドレスの割り振り構造に従って発行され、そのツ

リー構造の末端部分ではIPアドレスとAS番号の両方が入っ

た電子証明書が発行されます。この電子証明書はBGPなど

における経路制御を安全にするために使われることが想定

されています※2。リソース証明書の実装は、2006年4月頃よ

りAPNICとRIPE NCCが中心となって進められてきまし

た。

Plenaryでは、APNICのGeoff Huston氏によって、リソース

証明書を使ってIRRの登録情報に電子署名を行うデモが行

われました。この電子署名はIRRのroute-setオブジェクト

に対して行われるもので、そのroute-setオブジェクトに含

まれるrouteオブジェクトがauthorize（認可）されたこと

を意味しています。routeオブジェクトには広告元（すなわ

ちそのアドレスを持つノードの収容先）となるAS番号が記

載されているため、LIRがそのASに対してインターネット

でそのIPアドレスを使うことを認可した、という意味にな

ります。この認可の概念はROA（Route Origination

Authorization）と呼ばれています。インターネットレジス

トリの割り振りを意味するリソース証明書は2006年7月の

時点で既に実装されていたので、このROAを示すリソース

証明書の発行によって、ツリー構造の最上位から末端まで

のすべてのリソース証明書が発行できる状況になったこと

インターネット・トピックス 

■RIPE NCCにおけるデータベースの
セキュリティ動向

～ADRの運用に関す
る実証的研究～

になります。

Plenaryの会場では、このプログラムが無事に動作したこ

とに対して賞賛の拍手が送られる一方、リソース証明書の

発行に使われるデータベースが信頼に足るかどうかという

根本的な疑問が投げかけられていました。リソース証明書

自体が信頼できる仕組みであっても、証明書の元になる

データが間違っていたら意味がないためです。RIPE NCC

では既にこの点に着目しており、リソース証明書の導入に

関して、予測される効果やインパクトを評価する活動が提

案されています。この活動はNCC Services WGで発表さ

れていました。

2007年度のRIPE NCCの活動計画によると※3、RIPE

NCCでは2006年度のAPNICの実装プロジェクトへの参加に

引き続き、リソース証明書に着目した活動が行われていく

とされています。NCC Services WGでのAxel Pawlik氏

（RIPE NCC）の発表では、2007年度の本格的な活動に先

立って、Evaluation Task Force（評価タスクフォース）

の立ち上げが提案されていました。この評価は必要となる

業務の詳細やポリシーへの影響を明らかにすることが目標

になっています。Evaluation Task Forceは現行の開発活

動やトライアルに参加しつつ、まずリソース証明書が持つ

目標とその目標に現行のアプローチが適するかどうかを調

査して報告することになっています。最終的には2007年5

月に予定されている第55回RIPEミーティングで、導入の方

向性について決定が行われることとなっています。

これは、これまで実装を行ってきたAPNICをはじめ、リ

ソース証明書の効果に対して同様の疑問が投げかけられて

いるARINコミュニティ、そして認証局に関する調査研究

を行ってきた当センターにとっても注目に値する活動だと

考えられます。というのも、RIPE NCCのデータベースは

アドレスの割り振り／割り当て情報を登録するデータベース

と経路に関する情報が登録されるIRRが統一されている上

に、インターネットで経路広告されているアドレスとIRR

の登録情報を比較する調査プロジェクトが行われてきてい

るためです※4。これによって、RIPE NCCでは、登録され

ているにもかかわらず実際には使われていないアドレスを

調べることができます。使われていないアドレスや登録情

報と異なる経路広告の量がわかれば、リソース証明書が現

状で何割程度のアドレスに対して発行できるのか、またそ

れらの管理が現実的なものなのかどうかがわかる可能性が

あります。

第53回RIPEミーテ
ィング

※1 RFC3779
http://www.ietf.org/rfc/rfc3779.txt

※2 Secure Border Gateway Protocol（S-BGP）
--- Real World Performance and Deployment Issues
http://www.ir.bbn.com/sbgp/NDSS00.S-BGP.ps

※3 New or Significantly Developed Activities for 2007
http://www.ripe.net/ripe/draft-documents/gm-october2006/
ap-2007.html#3

※4 Routing Registry Consistency Check Project
https://www.ripe.net/projects/rrcc/
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スでは65文字のパスワードをつけることができます※5。

今回の提案は、CRYPT-PWで利用できる文字列が短いた

めに、ブルートフォース攻撃（総当たり攻撃）や辞書攻撃と

いった基本的な攻撃が通用してしまうため、今後この方式

の利用を廃止しようというものです。既に第52回RIPEミー

ティングで基本的な方針についてはコンセンサスが得られ

ており、今後はスケジュールについて検討したいとのこと

でした。しかし、約2,300のメンテナーでCRYPT-PWが使

われているそうで、完全な廃止にはやや時間がかかりそう

です。また変更手続きが間に合わなかったユーザーへの対

応なども検討する必要があると考えられます。

一方、IRTオブジェクトに関する議論は潜在的な問題を抱

えたままの提案となりました。今回の提案はWHOISを使っ

て、あるIPアドレスを元にinetnumオブジェクトが検索され

た場合、検索時のオプションに-cが指定されていなくても

WHOISのサーバは関連するIRTオブジェクトを返すという

ものです。このことでWHOISでIPアドレスを調べるだけで

IRTオブジェクトが自動的に表示されるようになります。

このことはユーザーの観点では便利になるという意味でと

てもよいことです。またIRTオブジェクトは一旦一つのメン

テナーに対して定義しておけば、そのメンテナーによって

管理されている割り振り／割り当て情報のすべてに対して

適用されるという意味で、LIRにとっても利便性は高いと

言えます。そのためRIPE NCCではIRTオブジェクトの利

用を推奨しています。

◆RIPEデータベースのセキュリティ機能に関して

RIPEデータベースには、ユーザーを認証したりユーザーが

編集できる登録情報の範囲を限定するといったデータベース

を保護する機能の他に、あるアドレスで起こったコンピュー

タインシデントに関する連絡先となるIRT（Incident

Responce Team）の情報を提供するという、コミュニティ

のセキュリティを考慮した機能があります。

ここではRIPEミーティングの5日目に行われたDatabase

WGの議論の中から、ユーザー認証の機能であるCRYPT-PW

の廃止に関する提案と、IRT情報を提供するIRTオブジェク

トに関する議論をご紹介します。

RIPEデータベースはLIRに対して四つの認証方式を提供

しており、ユーザーは好きなものを選んで使用できるよう

になっています。現在提供されている認証方式は、CRYPT-

PW、MD5-PW、PGP-KEY、X509で、CRYPT-PWとMD5-

PWはいわゆるパスワード認証方式です。LIRがメールで

申請業務を行う場合、送信するフォームの中であらかじめ

登録されているパスワード文字列を記入します。パスワー

ド文字列が正しければ、RIPEデータベースはユーザー本人

によって送信されたと判断でき、申請内容のチェックに移

ることができます。-PWの前についているCRYPTとMD5

は、パスワード文字列をRIPEデータベースの中で処理する

方式の名前です。CRYPTは昔のUNIXでパスワード文字列

を隠蔽するために使われていた方式で、パスワードとして

指定できる文字の長さは8文字です。一方、MD5はメッセー

ジダイジェスト関数のMD5を用いた方式で、RIPEデータベー

インターネット・トピックス 

IRTオブジェクトの普及に関する潜在的な問題は、abuse-

mailboxという類似した連絡先情報の存在です。abuse-

mailboxはinetnumやinet6numといった個々の割り振り／

割り当て情報に付加される情報で、そのアドレスブロック

における abuse（不正や不具合に対する連絡）用のメール

アドレスが記載されています。abuse-mailboxは2004年1月

の第47回RIPEミーティングで採用されたもので、それ以降

多くのinetnum/inet6numで登録されてきました。一方、

IRTオブジェクトは100程度に留まっており、利用されてい

るものは60程度に留まっているようです。しかし両者共に

効果が見えにくいことなどから、議論の余地が大きいため、

RIPEのコミュニティの中でも扱いにくい話題になっている

ようです。

◇　　　　　　◇　　　　　　◇

RIPE NCCでのヒアリングの結果、RIPEデータベース

は、IPアドレスの割り振り／割り当て情報とIRRが統合さ

れたシステムであるだけでなく、LIRがAS管理者に対して

経路情報（routeオブジェクト）の登録認可する機構を備え

ていることがわかりました。この機構によって、IPアドレ

スの割り振り先とASの運用が別の組織によって行われてい

ても、どのIPアドレスがどのASから経路広告されるのか

が、絞り込めるようになっています。

他の組織によって間違った経路広告をされてしまうこと

で、本来は自分のネットワークで使われるべきIPアドレス

が使えなくなってしまうことは“経路ハイジャック”と呼ば

れています。これを検出し防止するためには、RIPEデータ

ベースが持つ機構は有効です。この後の調査で、ARINの

コミュニティでもIPアドレスとAS番号の組み合わせがわか

る仕組みが提案されていることがわかりました。今後、機

会がありましたらこれらの仕組みの違いや、JPNICでの取

り組みについてご紹介したいと思います。

（JPNIC 技術部木村泰司）

第53回RIPEミーテ
ィング

※5 Crypted password generation
https://www.ripe.net/cgi-bin/crypt.cgi
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会場の無線LANに関する情報交換が行われていました。

今回のIETFの参加登録者は1,199名で、41ヶ国からの参

加がありました。日本からの参加者は全体の10%強で、55%

近くを占めるアメリカに次いで2番目の参加者数です。全

体の人数はここ3回程は大きな変化はないようです。

初日の11月5日（日）に各種チュートリアルとレセプション

が、11月6日（月）～11月10日（金）にWGとBoFが、8日（水）

と9日（木）の夜にPlenary（全体会議）が行われました。

◆概要

第67回IETFは2006年11月5日（日）～10日（金）、アメリカ・

サンディエゴにあるSheraton San Diego Hotel & Marinaで

開かれました。サンディエゴはアメリカ西海岸のカリフォ

ルニア州の南部にある人口120万人程の都市で、南へ30km

程行くとメキシコとの国境があります。町のすぐ近くにア

メリカ海軍の基地があり、ダウンタウンから徒歩圏内にあ

る海沿いのマリーナパークからは、湾内に軍艦が停泊して

いる様子が見られます。

IETFが開かれたSheraton Hotelはダウンタウンから車

で15分ほど離れた所にあります。サンディエゴ空港とヨット

ハーバーに隣接していて眺めは良いのですが、ショッピン

グセンターや飲食店はほとんどなく、また鉄道の駅が近く

にありません。そのためか、IETF開催中の夕方頃から夜

にかけて、会場の裏手とダウンタウンの中心地にある

Gaslamp地区との間で、参加者のためにチャーターされた

バスが臨時運行していました。

オンラインのサービスとしては、前回と同様にミーティン

グ参加者向けのメーリングリストが提供されていました。さ

らに今回は参加者が情報交換を行うためのブログとWikiが

設置されていました。メーリングリストではSheraton Hotel

のゲストルームにあるインターネット接続機器の不具合や、

インターネット・トピックス 

◆IETF Operations and Administration Plenary

IETF Operations and Administration Plenaryは、IETF

の運営全般に関する報告と議論が行われる全体会議です。

このPlenaryでは、NOC（Network Operation Center）リポート

やホストプレゼンテーション、IETFチェアの報告などが行

われました。

NOCリポートではIETF会場のネットワークの利用状況

などについて報告されました。会場では毎回無線LANを

使ったインターネットへの接続サービスが提供されており、

最近では無線チャンネルの有効利用と効率化のために、

802.11aの利用が推奨されています。IETF期間中に802.11a

を利用していた端末は全体の25%程で、前回に比べて徐々

にその数が増えつつあるようです。

IETFチェアのBrian Carpenter氏からは、IASA（IETF

Administrative Support Activity）とIAD（IETF Adnimistrative

Director）の活動報告が行われました。前回の第66回IETF以

降二つのWGが設立され、12のWGがクローズ、現在120程のWG

が活動しているとのことです。RFCは99出され、新規の

Internet-Draftは440程作成されたとのことです。ちなみに

去年の同じ期間には100程度のRFCが出され、新しい

Internet-Draftは435作成されていましたので、昨年と比べ

ると若干少なかった模様です。

また今回はJon Postel賞の受賞者の発表がありました。

Jon Postel賞はRFCの編纂やIANA（Internet Assigned

Numbers Authority）としてIPアドレスの管理などに貢献

したJonathan B. Postel氏にちなんで1999年に設けられた

もので、技術的な貢献やリーダーシップの発揮といったコ

ミュニティに対する継続的な貢献のあった人物に対して贈

られます。受賞者は毎年選ばれ、クリスタルグローブと賞

金2万ドルが贈られます。

今年の受賞者は、南カリフォルニア大学のISI（Information

Sciences Institute）におけるRFC Editorのco-leaderであった

Joyce K. Reynolds氏と、Bob Braden氏でした。Jon Postel氏

より引き継いでRFCの編纂にあたり、RFCの品質向上や現

在に至るRFCの認知度向上に対する貢献が称えられました。

□ Postel Awards

http://www.isoc.org/awards/

会場での参加者の発言に基づいて議論を行うオープンマ

イクの時間には、主にIETFで提供されてるツールに関し

て議論が行われていました。IETFによるツールの提供は、

IETFの予算の中で行われているにも関わらず、開発の際

に参加者が意見を出す機会が設けられていない、という指

摘から議論が始まりました。これについて、オープンソース

にすることでノウハウがたまりやすくなる（と同時に多く

の人の考えを反映できる）、ツールの位置付けを知ってい

るところでないと開発が難しいことから、事務局の契約が

特定の会社に結びつきやすいのではないか、といった意見

が挙げられていました。その他にIETFの音声中継は参加

者でなくても聞くことができるが著作権の提示がないと

いった指摘が挙げられていました。この件についてはIPR

（Intellectual Property Rights）WGで議論されていく模様です。

■全体概要

2006.11.5　11.10

第67回IETF報告 

San Diego, America

Plenaryの模様
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"Reflections on Internet Transparency"

はじめのInternet-Draftは、2006年3月に行われた"IAB

Unwanted Traffic Workshop"の 報 告 で す 。 Technical

Plenaryの後半でサマリー報告も行われました。質疑応答の

際のLeslie Daigle氏の補足によると、このワークショップ

は主に（コミュニティの）意識向上を図ることが目的で

あったようです。

インターネットの利用者に対する脅威はCode Redや

Blasterワームが流行した2001年～2003年頃に比べて深刻に

なりつつあります。ワークショップでは"アンダーグランド

エコノミーの発展"を主な要因と位置づけ、現状の問題を

明文化して今後の活動の方向性を探るための議論が行われ

た模様です。

あるWebサイトではクレジットカード情報や銀行口座に

加えて、ISPで稼動しているルータのアカウントやボット

ネットが売り買いされています。このような経済活動の結

果、スパムメールやDDoS攻撃といった"Unwanted Traffic"

を生み出す基盤が維持され、またマルウェア（不正な挙動

をするソフトウェア）の発達を促すような競争が行われて

いる、と言われています。一方でさまざまなデータが全て

HTTPの中でやりとりされていたり不正行為を隠すための

IPアドレスの詐称や、インターネットの経路広告の交換を

ハイジャックできてしまうことなど、"Unwanted Traffic"

を止められない現状が指摘されています。

これに対して、中長期的な対策と短期的にできる活動が

挙げられていました。中長期的には、まずルーティングの

□ IETF TOOLS

http://tools.ietf.org/

□ IPR（Intellectual Property Rights）WG

http://www.ietf.org/html.charters/ipr-charter.html

◆Technical Plenary

Technical Plenaryは、IETF全体に関係した技術に関す

る議論を行う全体会議です。IAB（Internet Architecture

Board）のチェアレポート、IRTF（Internet Research

Task Force）の活動報告、テクニカルプレゼンテーション

などが行われました。

IABのチェアレポートはIABチェアのLeslie Daigle氏に

よって行われました。IABではインターネットのアーキテ

クチャの観点で、WGとは独立したドキュメント作成を

行っており、中にはRFCになっているものがあります。最

近作成されたドキュメントは以下の三つです。

□ draft-iab-iwout-report-00.txt

"Report from the IAB workshop on Unwanted

Traffic March 9-10, 2006"

（※2006年1月現在、draft-iab-iwout-report-01.txt が出て

います）

□ draft-iab-multilink-subnet-issues-00.txt

"Multilink Subnet Issues"

（※2006年1月現在、draft-iab-multilink-subnet-issues-

02.txtが出ています）

□ draft-iab-net-transparent-01.txt

インターネット・トピックス 
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セキュリティ向上を図る点が挙げられていました。そのため、

IRR（Internet Routing Registry）の登録情報をクリーンアップ

して、経路情報の検証ができるようにすることが必要だと

指摘されていました。次にボットネットを止めること、そし

てTCPのMD5オプションやパケットフィルタリングのBCP

（Best Current Practice）といった既存の技術の普及を図

ること、といった提案がなされていました。

短期的にできることとしては、既にRFCになっている

host requirement、route requirement、ingress filtering

に関するドキュメントを更新することや、IABによる啓発

活動、IRTFにおける効果的な対策に関する調査などが

挙げられていました。Security Area DirectorのSam

Hartman氏によると、このワークショップのリポートは興味

深く、一読することが薦められていました。

□"Report from the IAB workshop on Unwanted

Traffic March 9-10, 2006"

http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-iab-iwout-

report-00.txt

（※2006年1月現在、draft-iab-iwout-report-01.txtが出

ています）

Technical Plenaryの後半では、IABのInternet-Draftで

ある"Reflections on Internet Transparency"とIAB Routing

and Addressing Workshopの報告が行われました。

□ Reflections on Internet Transparency

http://www.ietf.org/internet-drafts/draft-iab-net-

transparent-01.txt

このドキュメントはインターネットの原則的な考え方で

ある「透過性」に関するもので、これまでのIABの見解を

見直し、新たな透過性の考え方に関する議論を紹介したも

のです。プレゼンテーションでは、TCP/IPの階層モデル

の中で、さまざまなプロトコルが透過性に影響する要素を

持っているという点が紹介されていました。

IAB Routing and Addressing Workshopは、2006年

10月18日にオランダのアムステルダムで開かれたもので、

近年の経路情報の増大にどのように対処すべきかについて、

主にバックボーンオペレーターを対象として行われたもの

です。現在、Tier-1レベルのISPでは交換されている経路

情報が20万経路に達しているという報告があります。もし

現在のままIPv6とのdual stack（IPv4とIPv6を同時に使える

構成）にすると50万経路に達するという予測が立っており、

インターネットのアーキテクチャとしては規模拡張性に欠

けるのではないか、と指摘されています。会場では現在最

も普及しているBGPにこだわらず、この問題を解決するた

めの議論を行うBoFを今後開くことの提案がありました。

試しに会場で挙手をしてもらったところ、多くの人が賛成

に手を挙げていました。その他にIPv6は今後様子を見なが

ら検証すべき、（ルーティングにおける）セキュリティに

関する議論も必要である、といった意見が挙げられていま

した。

□ The IAB Workshop on Routing and Addressing

http://www.iab.org/about/workshops/

routingandaddressing/index.html
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◆dnsext WG（DNS Extensions WG）

今回のdnsextWGでは、ここ数回の会議と同様にDNSSEC

に関連する話題が中心となりました。NSEC3の状況報告が

なされ、解決された問題点や、米国ダラスにて行われたワー

クショップにて新たに見つかった問題点等が報告されてい

ました。具体的には、NSEC3PARAMというリソースレコー

ドが新たに追加されたことによって、NSEC3にて利用されて

いるアルゴリズムを特定することが容易になったという報告

や、DNAMEによって別名が存在するゾーンにおけるNSEC3

の扱い方が定められたといった報告がなされました。

このように、NSEC3は一歩ずつ仕様決定に向けて進んで

いるのですが、その一方でDNSSECに関する新たな提案が

なされました。Signature-Only DNSSECと名付けられた

もので、提案者はDNSSEC liteとも呼んでいました。これ

は、現在提案されているDNSSECと以下の点で異なってい

ます。

- 署名の検証をDNSサーバが行うのではなく、エンドノード

が行う

- NSEC/NSEC3を用いず、署名のみを行う

- ツリー構造にとらわれない署名が可能となる

このワークショップは第53回RIPEミーティングの後、同

じアムステルダムで行われていました。今後も、ISPのコ

ミュニティとIETFのコミュニティの情報交換が進んで

いくと思われます。

◇　　　　　　◇　　　　　　◇

次回の第68回IETFは、2007年3月18日～23日、チェコ

共和国のプラハで開かれる予定です。

（JPNIC 技術部木村泰司）

インターネット・トピックス 
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ここ数回の会議でNSEC3が話し合われ、仕様決定に向かって

いたところにこの新たな提案がなされたため、会場では多

数の質問が出ました。しかし、全ての人が否定するわけで

はなく、肯定的な意見も見られました。そのため、引き続

きメーリングリストにて議論を行い、NSEC3を用いた従来

のDNSSECとDNSSEC liteとのそれぞれの利点、欠点を引

き続き議論していこうという方向にて会議は終了しました。

□dnsext WG

http://www.ietf.org/html.charters/dnsext-charter.html

□第67回IETF dnsext WGミーティングのアジェンダ

http://www3.ietf.org/proceedings/06nov/agenda/

dnsext.txt

◆dnsop WG（Domain Name System Operations WG）

dnsop WGでは、まずWG Last Call直前のドラフトに関し

て議論が行われました。

具体的には、default-local-zonesやreflectors-are-evil、

respsizeといったドラフトに関してステータスの確認と

アップデートすべき点が確認されました。default-local-

zonesに関しては、IPv4の他にもIPv6も考慮したlocal zones

の定義を加えることが確認されました。また、reflectors-

are-evilのドラフトに関しては、大きな指摘も無く、WG

Last Callに向かうことが確認されました。respsizeに関し

ては、いったんWG Last Callをする方向になったのですが、

その後いくつかの修正が著者によって加えられたため、再

度レビューが必要だという意見が出ました。そのため、ま

だWG Last Callは行われていません。

その他には、SPF RRを利用した攻撃を防止するための

対策や、AS112と呼ばれる、プライベートアドレス空間に

対するDNS問い合わせを吸収するためのプロジェクトを

WGとして認めるという確認がなされました。さらに、

DNAMEに関するdnsext WGのドラフトを運用上の観点か

らレビューすることも確認されました。

□dnsop WG

http://www.ietf.org/html.charters/dnsop-charter.html

□第67回IETF dnsop WGミーティングのアジェンダ

http://www3.ietf.org/proceedings/06nov/agenda/

dnsop.txt

（JPNIC DNS運用健全化タスクフォースメンバー/東京大学情報基盤センター関谷勇司）

■DNS関連WG報告
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本稿では、IPv6に関連したトピックスとして、v6ops、

shim6 の各ワーキンググループ（以下、WG）の動向につ

いて紹介します。

◆v6ops WG （IPv6 Operations WG）

IPv6のデプロイメントに関する話題を扱うv6ops WGの

ミーティングは、11月6日（月）の午前9:00～11:30という、

ミーティング初日の朝一番の枠で開催されました。当初、

ミーティング会場として小さめの部屋が予定されていたの

ですが、開始直後に部屋がいっぱいになり、急遽別の広い

部屋で実施していた別のWGミーティングと部屋を入れ替

えるという、IETFでも珍しい事態となりました（参加人

数を予測して部屋を割り振っているはずなのですが）。最

終的には、150名程度という多くの参加者によって、議論

が実施されています。

まず、会場から、NAT-PTの後継プロトコルについての

提案がありました。IPv6とIPv4間のプロトコル変換を実施

するNAT-PT（RFC2766）は、運用上・セキュリティ上の

問題の多さから、その文書のステータスをHistoricに変更

することになっています（当初、Experimentalステータス

にしよう、ということになっていましたが、IETFの文書

ステータスの関係から、Proposed Standard ステータスか

らはExperimentalステータスへの移行ができないため、

Historicにする方向で検討が進んでいます）。

NAT-PTに関する問題は、draft-ietf-v6ops-natpt-to-

exprmntl-03.txtに詳述されています。しかしながら、IMS

ネットワークでのアドレス変換の必要性があるとの意見が

あり、再度提案/議論が実施される予定になっています。

この後、RFC化に向けた、ラストコール（WGLC:Working

Group Last Call）を目指す五つのWGドキュメントのレビュー

と、WGとして取り組んでいる二つのトピックについての

議論がありました。

レビューされたドキュメントは、以下の五つです。

- 802.16ネットワーク（WiMAX等）におけるIPv6デプロイ

メントシナリオ

（draft-ietf-v6ops-802-16-deployment-scenarios）

- IPsecを用いた、IPv6トンネルのセキュア化

（draft-ietf-v6ops-ipsec-tunnels）

- IPv6ユニキャストアドレス割り当て

（draft-ietf-v6ops-addcon）

- キャンパスネットワークにおけるIPv6移行シナリオ

（draft-ietf-v6ops-campus-transition）

- IPv6におけるポートスキャン

（draft-ietf-v6ops-scanning-implications）

これらのドキュメントは、関連WGへの意見照会後に、

WGLCへと進むことになっています（2007年1月の時点で、

上記五つのドキュメントのうち、“802.16 ネットワーク”

以外のドラフトはWGLCがかかり、MLでの議論が進んで

います）。

これらのドキュメントについての議論に続いて、IPv6

ネットワークのリナンバリングについてと、複数アドレス

選択に関するドラフトについて、議論されました。

後者は、NTTとIntec Netcoreの共同提案です。IPv6ノー

ドは同時に複数のIPv6アドレスを持つことがあります。こ

のような環境で通信を開始する際、一つのアドレスを選択

する必要がありますが、アドレスの選択を間違えると通信

ができない可能性があります。そこで正しいアドレスを選

択するためのアドレス選択ポリシーを、ノードに提供でき

るようにしよう、というものです。v6ops WGとして取り

組みを進めていくことが合意され、今後、アドレス選択の

手法を含めて議論が実施されることになっています。

v6opsの文書についての議論が終わった後、オープンな

議論として、IPv6のマルチホーミングについての議論が実

施されました。今回は、特に、ルーティングの観点からの

問題提起として、現状、IPv4ネットワークはマルチホーム

関連の経路情報の多さが問題になっていますが、IPv6も同

じ方向に進み始めていることが指摘されました。この問題

は、IETFのプレナリセッションでも提起されており、今後、

解決に向けての議論が加速されそうです。

□v6ops WG

http://www.ietf.org/html.charters/v6ops-charter.html

http://www.6bone.net/v6ops/

□第67回IETF v6ops WGのアジェンダ

http://www3.ietf.org/proceedings/06nov/agenda/

v6ops.txt

◆shim6 WG（Site Multihoming by IPv6 Intermediation WG）

shim6WGは、従来のルーティングによるマルチホームで

はなく、エンドホスト間でのインタラクションによって、

IPv6におけるマルチホームを実現するプロトコルを策定す

るWGです。今回のセッションでの主なトピックは、基本

スペックのWGLCと実装状況の紹介等でした。

基本スペックは、下記の三つのドキュメントから構成さ

れており、プロトコル自体を記述したものと、ハッシュを

用いてアドレス情報を安全に交換するHBAという方式につ

いて記述したもの、そして通信障害検出とアドレスペア選

択の方式を記述したもの、となっています。

1. Level 3 multi-homing shim protocol

2. Hash Based Addresses （HBA）

3. Failure Detection and Locator Pair Exploration

Protocol for IPv6 multi-homing

いくつかの小さな問題に関するディスカッションがあり

ましたが、結局ドキュメントのレビューワーが少なく、その

場ではWGLCには至らず、メーリングリストで継続審議と

いうことになりました。

基本スペック以外のいくつかの提案について更新状況を

紹介した後、ソウル大学とETRI（韓国電子通信研究院）が

共同で進めている実装の進捗状況について発表がありまし

た。OSはLinuxで、現在はユーザーランドのデーモンとし

て実装を進めているとのことでした。他にも全部で四つ程

進行している実装はあるようですが、まだ基本スペックの

実装が完了しているものは無いようです。

■IPv6関連WG報告
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－certificate objects

電子証明書の内容と処理手続き

－securing origination of routing information

経路情報の発信元情報を安全にする手法

このうち2番目はリソース証明書の書式に関するもので、

すでにAPNICのGeoff Huston氏によって進められていま

す。1番目と3番目は、これまでに大きな取り組みがなく、

今回のミーティングで活動を開始することが確認されまし

た。またルーティングセキュリティアーキテクチャについ

てのInformational RFCと、セキュアオリジンメカニズム

に関するProposed Standard RFCが作られることが予定

されていましたが、これらは議論があまり行われてきてい

なかったことから、作成を取りやめる可能性がチェアに

よって示されました。これまでリソース証明書の議論に注

力してきており、セキュアなルーティングアーキテクチャ

の具体化に、手が回っていなかったのが実情のようです。

□Secure Inter-Domain Routing （sidr）

http://www.ietf.org/html.charters/sidr-charter.html

今回のBoFでは主に四つの話題について議論されました。

1.Geoff氏によるリソース証明書に関するI-Dの02版に

ついて

2.Stephen Kent氏によるCPS（Certification Practice

Statement）CP（Certificate Policy）に関するドラフトド

キュメント

3.ROA（Route Origination Authorization）のデータ

形式に関する提案

第67回IETFではセキュリティエリアのセッションが21

行われました。その中の二つがBoFで、残りの19セッション

がWGでした。本稿では、この中からSIDR WGとPKIX

WGを中心に報告いたします。リソース証明書については

APNICやRIPE NCCの動向を踏まえてお送りしたいと思

います。

◆SIDR WG （Secure Inter-Domain Routing WG）

SIDR WGはネットワーク・ドメイン間の経路制御に適

用できる新たなセキュリティの仕組みを策定・開発するこ

とを目的としたWGです。このWGは2006年4月に結成され、

WGとしてのセッションが開かれるのは前回の第66回IETF

に続いて今回が2回目となります。

SIDR WGでは、IPアドレスの割り振りを電子証明書で

証明する認証基盤の検討が進められています。この電子証

明書はリソース証明書と呼ばれ、主にルーティングの安全

性向上のために使われるとされています。

セッションの最初にWGのステータスの確認が行われま

した。SIDR WGの趣意書で示されたマイルストーンでは、

以下の三つのinitial draftが投稿される予定でした。

－inter-domain routing security

ドメイン間のルーティングセキュリティ
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最後に、WGのネクストステップとしては、基本スペッ

クをIESGに提出し、次のIETF68ではセッションを持たず、

IETF69にて実装から得られた知見等も含めて基本スペッ

クや拡張モジュールの検討を行ってはどうか、という提案

がチェアからなされました。

一時はIETF全体から多くの注目を集めていたshim6 WG

ですが、メーリングリストや今回のセッションでもあまり

多くのレビューワーを集められないという状況になってい

るようです。トラフィックエンジニアリングに対するオペ

レーターからの要求に応えられていないことや、IPv6でも

PIアドレスが利用可能になったことから、興味関心を無く

してしまった人が少なからずいるように思われます。

□shim6 WG

http://www.ietf.org/html.charters/shim6-charter.html

□第67回IETF shim6 WGミーティングのアジェンダ

http://www.ietf.org/proceedings/06nov/agenda/shim6.txt

◆intarea meeting （Internet Area Open Meeting）

Intareaのミーティングでは、Internetエリアの各WGの

トピックの紹介や、どのWGにも属さないトピック、また

エリア全体のトピック等が扱われます。今回は、認証関連

のトピックや、アドレス詐称の防止などについて議論が実

施されました。

IPv6には直接は関係ありませんが、このミーティングの

最後の話題としてGeoff Huston氏より、インターネットに

おける「名前」についてのプレゼンテーションが実施され

ました。DNSをはじめとして、インターネット上ではいろ

いろな「名前」が定義され、それぞれの層（インターネッ

トのプロトコル階層）での「アドレス」とのマッピングが

実施されています。IPアドレスについても、IPアドレスそ

のものに意味を持たせようという提案や、IPアドレスの持

つ位置特定機能と、ノードの識別子としての機能を明確に

分離する提案などが現在も議論されています。また、マッ

ピングも、同じ目的のマッピングが違う階層で実施されて

いたり（モバイルIPとshim6、HIP など）等、統一性が無

く、プロトコルも百花繚乱となってしまっています。

特に提案や結論のあるプレゼンテーションではなかった

のですが、インターネットの利用に大きく関わってくる、

「名前」のあり方について、今後検討を進めていく必要が

あると感じました。

□第67回IETF intareaミーティングのアジェンダ

http://www.ietf.org/proceedings/07nov/agenda/intarea.txt

第67回IETFミーティングの各種情報は、以下のURLより

参照可能です。

全体プログラム

https://datatracker.ietf.org/public/meeting_agenda_html.cgi

?meeting_num=67

WGアジェンダ、発表資料

https://datatracker.ietf.org/public/meeting_materials.cgi?me

eting_num=67

（JPNIC IPアドレス検討委員会メンバー/NTT情報流通プラットフォーム研究所藤崎智宏）

第67回IETF報告

■セキュリティ関連WG報告
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4.RIPEドキュメントとなっているRPSLとROAとの

整合性

ここでは1と4についてご報告いたします。

一つ目のGeoff氏のリソース証明書に関するプレゼンテー

ションでは、何点かの改良を行った、リソース証明書に関

するドラフトドキュメントの02版について説明されました。

リソース証明書には全て（割り振り先の）証明書を発行す

るために認証局であることを示すビットが立つことが想定

されていましたが、このビットが立っていないEE証明書が

新たに紹介されていました。しかし複数の割り振り元があ

るマルチホームの状態である場合などで、これらの証明書

がどのように使われるか、といった具体的な使い方が明ら

かになっておらず、今後も検討が進められると考えられま

す。

Geoff氏のプレゼンテーションの後半では、“リソース証明

書の利用”と題して、電子署名のWebインターフェースの

デモが行われました。このWebのプログラムは10月に行わ

れた第53回RIPEミーティングや第18回ARINミーティング

で使われたものとほとんど同じです。Webアプリケーション

として動作するもので、サーバ側にある鍵を使って電子署

名が行われます。このデモについて、RIRのミーティングで

は、このデモの動作の内容については特に議論されません

でしたが、SIDR WGでは運用面でさらに突っ込んだ議論

になりました。結局、リソース証明書をエンドユーザー同

士でどのように交換するかのガイドラインが必要になるこ

とがわかりました。

リソース証明書のモデルはシンプルですが、証明書の構

造は徐々に複雑になってきました。また第53回のRIPEミー

ティングではルーティングセキュリティにおける効果がわ

からないという指摘を受けてもいます。IETFのSIDR WG

としては仕様を検討してドキュメント策定を進めることに

なりますが、利用モデルが見えない中で複雑化が進んで

いった場合に、運用しやすいものになるのか、という懸念

は残ります。

四つ目の議論は、ROAではASパスを保護できないとい

う点についてです。ROAは経路情報の発信元がIPアドレス

を利用する権利を持つことを保証します。しかし経路情報

が伝播するASパスの正しさを保証することはできません。

これはルーティングにおけるセキュリティの要件をまとめ

ているRPSEC WGのドキュメントに依存する議論となり

そうです。RPSEC WGでは、ASパスのセキュリティに関

するドキュメント作成にも取り組んでおり、2007年の3月

頃にWG last callになる見込みであるとのことです。

RPSEC WGのドキュメントがまとまる頃には、SIDR WGで

扱われるプロトコルが増え、ASパスの安全性向上を図るプ

ロトコルが現れるかもしれません。

◆PKIX WG（Public-Key Infrastructure （X.509））

PKIXWGは電子的な認証基盤の規格であるITU-TのX.509

をインターネットに適用して新たな規格作りを行っている

WGです。PKIXは長寿のWGで、参加者は顔なじみの方が

多いようです。

はじめにドキュメントステータスの確認が行われました。

新たにRFCになったのは以下の二つです。

－Internet X.509 Public Key Infrastructure Subject

Identification Method（SIM）（RFC 4683）

http://www.ietf.org/rfc/rfc4683.txt

個人が特定できるような識別子（米国のソーシャ

ルセキュリティナンバーなど）を直接電子証明書

に載せる代わりに、一方向性ハッシュ関数の結果

を入れるなどして、第三者に対して匿名性を確保

する手法を提案したRFC。元々は韓国のJongwook

Park氏によって提案され、後に前チェアのTim

Polk氏によって引き継がれた。

－Update to DirectoryString Processing in the

Internet X.509 Public Key Infrastructure

Certificate and Certificate Revocation List（CRL）

Profile（RFC 4630）

http://www.ietf.org/rfc/rfc4630.txt

RFC3280に記述された、ディレクトリ文字列の

エンコードに関する部分を変更したドキュメント。

ディレクトリ文字列は証明書の発行元や発行先の

記述のために使われる文字列で、一時期は国際化

と相互運用性を図るためにUTF-8の利用が推奨さ

れた。しかし実装の現状を鑑みて、移行期限であっ

た2003年12月31日という記述は削除された。なお、

本RFCでは、UTF8StringとPrintableStringの二

つが推奨されている。

IESGのレビューを受けているドキュメントは以下の六つ

で、これらはまだ修正のための検討の余地が残っているよ

うです（2007年1月現在）。

－Certificate Management Messages over CMS

－Certificate Management over CMS

（CMC） Transport Protocols

－CMC Complience Document

－Server-based Certificate Validation Protocol

（SCVP）

－Lightweight OCSP Profile for High Volume

Environments

－Internet X.509 Public Key Infrastructure Subject

Alternative Name for expression of service name

最後のSubject Alternative Name for expression of

service nameは、DNSのリソースレコードに記述された

ホスト名とサービス名を証明書のSubjectAltNameフィール

ドに載せ、ホスト認証だけでなく個々のサービスを行って

インターネット・トピックス 

第67回IETF報告

（ ）
（ ）
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2006年10月30日から11月2日までの4日間、インターネット

ガバナンスフォーラム（IGF：The Internet Governance

Forum）がギリシャのアテネで開催されました。IGFはイン

ターネットガバナンスのさまざまな問題に関して各界の利

害関係者が対話を行うフォーラムで、2005年11月の世界情

報社会サミット（WSIS）チュニス会議で設置が決定され

たものです。

今回のIGFをどのように運営するかについては、事前に

アドバイザリーグループで議論が積み重ねられました。こ

のグループは政府、民間、NGOなどさまざまな背景を持つ

46名のメンバーからなり、それ自体がマルチステークホル

ダーを体現しているようなメンバーでした。

このアドバイザリーグループにより、今回のIGFのテー

マが「開放性（Openness）」「セキュリティ（Security）」

「多様性（Diversity）」「アクセス（Access）」の四つに絞ら

れ、IGFのメインセッションとしてこの四つのテーマが議論

されました。

会合の形式ですが、パネリストが壇上に並び、発言はリ

アルタイムの速記録がスクリーンに投影され、フロアの出

席者も司会者の指名を受けられれば発言可能という形で、

ICANNやRIRの会合と似た雰囲気を感じました。しかしそ

れらの会議に出席した経験のない方にとっては、こういっ

た形式は非常に新鮮だったようです。

会議の参加者は、事前登録ベースで1,200名弱でした。国連

関連のイベントだけあって政府関係者も多かったのですが、

研究者やインターネット関連団体、市民メンバーからの

参加も多く、あるワークショップでは政府関係者4、研究者

及び学術関係者4、その他2といった割合でした。参加者が

多かったせいか会場の無線LANの通信品質が悪く、プログ

ラムの更新情報等を得るのに四苦八苦でしたが、国連関連

イベントでインターネット接続環境が提供されることを素

直に感謝する方が良いのかもしれません。

会議の結論から言いますと、設定されたテーマについて

今回のIGFで何らかの拘束力を持つ決議や宣言がなされた

ということはなく、従って既存のICANN体制に影響を与え

るものではありません。会合のまとめは、最終日にそれぞれ

のセッションの司会進行役が「個人的感想」としてセッション

の報告を行うことでそれに代えています。IGFはまずは対

話の場として機能したということだと思いますが、メイン

セッションでは多くのテーマが結局のところ発展途上国に

います。会場では、このドキュメントをWGドキュメント

とするかどうかについて議論されましたが、今後メーリン

グリストを使って方向性が決められることになりました。

□Internet X.509 Public Key Infrastructure

Authority Information Access Certificate Revocation

List（CRL）Extension

http://www.ietf.org/rfc/rfc4325.txt

◇　　　　　　◇　　　　　　◇

IETFでは、議論の合理性や方向性などについて真剣に

話し合われることがしばしばありますが、セッションの終

了後や休憩時間には、まれにユーモラスな遊び（?）が繰り

広げられていることがあります。ある方は、IETFやRIPE

ミーティングなどの国際会議で出会った人々と有名なテレ

ビ番組の人形を一緒に写真におさめて、Webページにまと

めています。光栄なことに私も撮っていただきました。

□Bert meets the stars

http://bert.secret-wg.org/Stars/

この写真を撮ってらっしゃる方は、WGのチェアやIAB

のメンバーなどをされていて、RIRのミーティングなどで

も大変活躍をされている方です。ちなみに写真のコメント

文には、それぞれの方の専門分野をからめたシャレが書か

れています。私もいつか自分の専門分野についてのコメン

トをいただけるようになれたらと、密かに思いました。

（JPNIC 技術部木村泰司）

いるサーバの認証を行えるようにしたものです。マッチン

グルールを用いて、メールサーバのような同一のサービス

を複数のサーバで提供している場合にもSRV RRと証明書

を組み合わせて認証できるようになっています。

セッションの中で多くの議論が行われたのが、Elliptic

Curve Cryptography公開鍵識別子に関するデザインチーム

のレポートです。アルゴリズムの識別子を定義している

RFC3280に則った方法では、楕円暗号を使った鍵交換プロト

コルのEC-DHとEC-MQVを識別することができません。そこ

で、識別のための三つの手法を比較することになりました。

議論はメーリングリストで継続されることになっています。

最後に"Certificates in CRLs"と題してMicrosoftのStefan

Stantesson氏によるindividualドラフト（WGのドラフトで

はない個人作成のドキュメント）の紹介が行われました。

このドキュメントでは、CRLの中に証明書データを入れて

おいて、CRLの署名検証のときに行われるパス構築（検証

したい証明書と信頼されたCAまでの間の証明書のツリー

構造を作ること）の補助をする仕様が提案されています。

CRLを発行した認証局の鍵が変更されたときなど、その

CRLの署名を行った鍵を見つける必要がある場合には、

RFC4325で定義されているCRL拡張を使って鍵の識別子を

読み出して探す方法があります。しかし検証対象のCRLが

古く、それを発行した認証局の証明書がネットワークを

使って得られなかったり、必要な数の証明書を入手するま

でに多くのネットワークアクセスを伴う可能性があります。

このドキュメントでは、これらの処理を軽減させるために、

CRL拡張の中に入った証明書データを使うことを提案して

インターネット・トピックス 
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IGFアテネ会合報告 
［関連記事］ P.59「IGFアテネ会合に参加して」

メインセッション（Openness Session）の模様
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対するインフラ構築の支援をどう実現するかというところ

に収斂し、前途の多難さも感じました。開放性もセキュリ

ティも多様性も大事だけれど、インターネットへのアクセ

スさえもなければ何も始まらない、という端的な意見が多

く聞かれ、そういう観点からは今回最も参加者間の利害が

先鋭化したメインセッションは「アクセス」だったと思い

ます。

また、今回のIGFではメインセッションと並行して36もの

ワークショップが開催されています。インターネット関連

団体が、自身が取り組むテーマについて自由に説明、議論

をする場というものですが、IGF事務局はその結論には関知

せず、あくまで諸団体が付随的に開催するイベントという

位置づけでした。

この中では、私は「DNSとルートゾーンファイル管理」

というワークショップに出席しました。ルートゾーンの管理

が現在どう行われているかについて説明、議論するワーク

ショップで、現にルートサーバを管理しているVeriSign社

やAutonomica社の担当者もパネルに加わっていました。進行

中、ルートゾーンファイルの変更、更新の最終承認権限を

米国政府が保持していることに不満を表明する参加者が複

数いて緊迫した場面もありましたが、その管理体制下で現に

問題が発生していない状況で、体制の議論をすることにど

れほどの意味があるのかといった冷静な意見も出され、そ

の場は混乱することなく収まっていました。

元々IGFは拘束力のないプロセスに基づいて進められる

という約束事があった以上、対話の場として機能すること

が重要な訳ですが、このように率直な意見交換が実際に運用

に携わる層やユーザーとして利用する層との間でなされる

ことによって、少しでも議論が建設的な方向へ進めばIGF

開催の意義があったということになるのではないでしょう

か。

IGFはまず5年間維持し、その間にIGFを継続するかどう

かの検討が行われます。2007年はブラジル（リオデジャネ

イロ）での開催、2008年はインド、2009年はエジプトでの

開催がそれぞれ決まっており、2010年のIGFにはリトアニア

とアゼルバイジャンが立候補しているという状況です。こ

の間にインターネットガバナンスを巡る議論がどういった

方向に向かうのか、IGFの行く末はどうなるのか、引き続

き動向を追っていきたいと思います。

□ The Internet Governance Forum

http://www.intgovforum.org/

（JPNIC インターネット推進部穂坂俊之）

IGFアテネ会合報告

Athens, Greece

IGFアテネ会合に参加して

［関連記事］ P.57「IGFアテネ会合報告」

◆チュニスアジェンダにおける設計論と、その実装

IGF－インターネットガバナンスフォーラムが開催さ

れたのは2006年10月末から11月初めのことであり、それ

から既に1ヶ月以上経ってしまいました。会合の様子は

JPNIC穂坂によって、News & Views vol.408※1で報告され

ていますのでそちらに委ねるとして、ここでは私が出席者

として感じたことを述べたいと思います。

IGFはWSISチュニス会合のステートメント、チュニス

アジェンダで国際連合の管轄下で設置されることが明言

されました。以下に77章の和訳※2を引用します。

77. IGFは監督機能を持たず、既存の取り決め、仕組み、

機関や組織を置き換えることは行わない。逆に、そ

れらと関与し、その能力を活用するものである。

IGFは中立で、重複することなく、拘束力のない

プロセスに基づいて進められる。インターネット

の日常的又は技術的な運用業務には関与しない。

つまり、「政策の立案や推進」を行うものではなく、もっ

ぱら「マルチステークホルダー間の対話の促進」を目的と

して設置されるものと定義されました。チュニスアジェン

ダが発表されたときに見受けられた否定的な捉え方とし

て、「結局ICANNの問題は先送りか」「IGFは対話だけに

終始するガス抜きの場になるのか」といったものがあり

ましたが、私にとっては国際連合がこのようなインター

ネット的なアプローチの会合を維持することを明言した

ことが、とても印象的でした。

そしてIGF発足会合（Inaugural IGF Meeting）と銘打

たれた今回のIGFは、そのように設計された会合がどの

ように実装されたかを目の当たりにする初めての機会

だった、と言えます。

◆「一般の」人々からのインターネットへの要請

会合の様子を目の当たりにしての印象はいくつかにま

とめられます。まず第一に、このIGFは、全世界の「一

般の人々」からの、インターネットに対する要請が呈さ

れる場であったということです。ここで「一般の人々」

というのは、技術者や愛好者に限ることなく「インター

ネットを仕事や日常生活におけるツールとして利用して

いる方々」という意味合いであり、「一般の」とは「偏り

のない」「全般的な」という意味合いを含みます。

※1 News & Views vol.408【臨時号】IGFアテネ会合報告
http://www.nic.ad.jp/ja/mailmagazine/backnumber/2006/

vol408.html

※2「情報社会に関するチュニスアジェンダ（仮訳）」
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/pdf/051119_1_2.pdf
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※1  X.509 Extensions for IP Addresses and AS Identifiers
http://www.ietf.org/rfc/rfc3779.txt

※2  Secure BGP Project (S-BGP)
http://www.ir.bbn.com/projects/sbgp/

メインセッションの中では、特にオープニングセレモ

ニーにおけるスピーチにその特徴がとてもよく現れてい

ます。そこでは既に日常的社会活動の大きな部分をイン

ターネットに依存している先進国、今からインターネッ

ト上の知識を吸収して発展しようとする発展途上国、あ

るいはビジネスプレイヤーなどそれぞれの立場から、イ

ンターネットに対して抱く期待、要望、懸念などがきっ

ちり練り上げられた文章で呈されていました。

それ以外にも、メインセッションのパネルディスカッ

ションが、インターネットの専門家ではないジャーナリ

ストによって司会進行されたことにも、広く一般的な視

点からインターネットを見つめなおすという姿勢が示さ

れたと思いますし、どのセッションでもスピーカーやパ

ネリストを、満遍なくいろいろな領域から選んで配置し

たことからも、議論の一般性にこだわって構成したこと

がうかがえます。

これと対照的に、私が普段JPNICの仕事で付き合うよ

うな、RIRs、ICANN、ISOCの人々は、多数参加して会

場にはいるのですが、意識的にだろうと思えるほど発言

せず、静かにセッションを聴いているように見えました。

また「一般」とは、国際連合の視点に立つと「全世界」

ということになるようです。特に、中近東や南米より群

を抜いてアフリカからの参加者が目立ちました。穂坂の

報告にもあったように、「まずはインターネットに対する

アクセスが欲しいんだ」という強いアピールが呈されま

した。彼らに取ってインターネットは、貧困の窮状を世

界に伝えることができる、また発展に必要な知識を手に

入れることができる格好のツールとなるだろうにも関わ

らず、「それがないために発展を手に入れることができ

ず、先進国との格差が広がっていく一方なんだ」という

主張が、実にさまざまな形で見受けられました。

◆「マルチステークホルダリズム」と「対話」

今回耳にした単語で最も興味深かったものを上げると

すると、「マルチステークホルダリズム」でしょう。英語

でmultistakeholderism。stakeholderは日本語で「利害関

係者」と訳すと、「多利害関係者主義」と無理やり訳すこ

とができます。ただし、今回のIGFにおけるステークホ

ルダーの散らばりを見ていると、利害が大きく相反する

というよりも、一つのテーマに対して取り扱う方向性や

問題意識が異なる、つまり立場が異なるといった意味合

いで捉えるべきだと思います。

いずれにしても、multi-stakeholderという表現にさら

に接尾辞をつけたという、この複雑な単語を聞いたのは

今回が初めてですが、それが自然に受け入れられたほど、

マルチステークホルダーのアプローチ、つまりマルチス

テークホルダリズムが徹頭徹尾貫かれていました。

メインセッションのスピーカーリスト※3を見ていただ

くと分かりますが、オープニングプレナリが結果的に国

連や政府の高官が多くなっていたのを除き、どのセッ

ションでも、政府、インターネットコミュニティ、ビジ

ネスセクター、市民社会、アカデミズムとさまざまな分

野から、しかも地域分散も考慮に入れられた人選になっ

ていました。

これは、インターネットコミュニティで従来取り入れ

られてきた「オープンでボトムアップな」仕組みのどれ

よりも、マルチステークホルダリズムにこだわっている

ように見えます。

これと一見独立しているように見えて、実は深い関わ

りがあるように思えるのが、「対話」です。ここでのマル

チステークホルダリズムは、一つのテーマに対して専門

を異にする人々が議論を行うということであり、それら

の人々の間で議論を収束させるのがそもそも難しいとい

う先天的性質をはらんでいます。先進国対発展途上国の

ように、発展の度合いなどの尺度で分けた場合には、確

かに対立構図が浮かび上がるわけですが、同じテーマを

扱うにしても、全く分野が違う人々が話し合う場合、「一

定の結論を出す」ことよりも「他の分野の人々の考え方

の背景を理解する」ことの方がとても重要であるように

見えます。

つまり、ここでマルチステークホルダリズムを取る以

上、おのずと結論付けよりも対話の方が重要となるとい

うことであり、参加者それぞれが自分が執行力を持つ

フィールドで、対話を通じて得られた背景理解によって

より良い方針や政策を打ち出していくという、まさにチュ

ニスアジェンダに示された機能の妥当性が再確認されま

す。また利害対立がある場合においても、対立の解消に

向けてやはり相互の背景理解は重要であり、そのような

場としてIGFが機能し得ることを示唆します。

◆「外交官モデル」から「劇場モデル」へ

これまで述べてきたように、IGFは先進国からも発展

途上国からも参加者が集まり、発展途上国支援の文脈を

色濃く帯びるものであるという意味で「国連的」でした

が、一方で「マルチステークホルダー」による「対話」は、

「ラフコンセンサス」につながっていく「インターネット

的」でありました。

今回JPNICからの参加者3名は、経団連（日本経済団体連

合会）の視察団に仲間入りさせていただきました。経団連

視察団の皆さんは当初このIGFに対して戸惑いを隠せな

かったご様子でした。冒頭にチュニスアジェンダを引用

したように、そもそもこの会合が何らかの明確な成果物

を目指して開催されるものではないという点が大きい

要因だったようです。

IGFアテネ会合に参
加して

※3 The Internet Governance Forum（IGF）- Panellists
http://www.intgovforum.org/list%20of%20panellists.ph
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※1  X.509 Extensions for IP Addresses and AS Identifiers
http://www.ietf.org/rfc/rfc3779.txt

※2  Secure BGP Project (S-BGP)
http://www.ir.bbn.com/projects/sbgp/

たとえばWSISでは、ジュネーブ行動計画※4やチュニス

アジェンダという形で、明確な成果物が残されることが

予め決まっており、それが導出される道筋を追うという

ことができたと同時に、結果に影響を及ぼそうとする場

合、その道筋に沿ってアクションを起こすことが定石と

言えるでしょう。しかしながらこのIGFにおいては、結

果として打ち出される予定のものはなく、最終日に予定

されているのは前日までの議論のまとめだけでした。こ

の状態では、全体の中でどこに注視してよいか見当がつ

かないばかりでなく、後に残るような成果が本当に出る

のか疑わしいということです。

本当に実体的な成果に結び付くかどうか、それは現時

点ではまだ分かりませんが、経団連視察団のまとめの会

合でとても深く印象に残ったことは、団員の皆さんが敏

感に、インターネットコミュニティの意思決定プロセス

の性質と同じものをIGFにお感じになっていたことです。

ここで指摘されることは「ラフコンセンサス＆ランニン

グコード」というインターネットの根底に流れる大方針で

はなく、それに基づいた、参加者が誰でも自分の意見を

述べてコンセンサスを目指すオープンでボトムアップな

プロセスや、その弊害である、声が大きい人が影響力を

持ってしまうこと、会議運営者と仲良くしておくことが

議事を運ぶ上で大きな影響を及ぼすことなど、インター

ネット業界における会議の進み方や問題点を、的確に言

い当てていらっしゃるように思いました。

その極めつけは、視察団団長をお務めになった、野村

総合研究所の理事長、村上輝康さんの、「IGFでの交渉の

進め方は、外交官モデルではなくて劇場モデルであった」

というご指摘でした。外交官モデルというのは、国連の

会議がそれにあたるでしょう。宣言の採択に水面下で諸

国と交渉し、自分の主張がより強く反映されるような文

面になるように頑張るようなモデルです。

それに対して劇場モデルというのは、どんな文言を宣

言に盛り込むかということよりも、参加者が人としてど

ういう主張を持っているか、それをどう他の参加者全員

に印象付けるかということが非常に重要であるモデルで

す。また今回は特にメインセッションでも会場からの意

見も積極的に取り上げたので、発言そのものが議論の流

れに影響を及ぼし、それが参加者に与える印象を大きく

左右するといったことで、既にそれを織り込んだ議事運

営戦略が見受けられたという指摘がありました。

◆今後のIGFはどうなるのか

私は経団連視察団の皆さんが敏感にインターネット的

なアプローチの性質と問題点を言い当てられるのを見て

から、ちょっと大げさかもしれませんが「このように世界

は動いていくのかもしれない」と思うようになりました。

つまり、やり方が変わったら、それが重要な任務である

方々はちゃんと追従して対応し、新たなやり方で任務を

果たすのです。それが重要になればなるほど、機敏に対

応するようになるのでしょう。

このIGFの準備にあたったのは、ニティン・デサイ国連

事務総長特別補佐を議長とするIGFアドバイザリーグ

ループ※5でしたが、チュニスアジェンダに示された設計

を良い形で実装できたと思います。そしてその参加者が

その設計を理解して、新たな進め方を身につけようとし

ています。

「対話だけで物事が進むわけがない」という否定的な

見方はありますが、私には上記のような敏感な反応が、

物事が進む兆しのように見えるのです。少なくとも希望

を持って信じるに価するし、信じて取り組むことで物事

の進み方は加速するのではないかと思います。

来年のIGFはリオデジャネイロとなります。ブラジル

政府がICANN体制に批判的であるということもあり、次

はICANN体制を中心テーマに据えるとも言われています。

2006年12月8日に公開された、ICANNの戦略計画2007-2010

のドラフト※6の中でも、multistakeholderの参画の促進を

はじめとしたポリシー策定体制の充実が中心に据えられ

ていまして、この説は本当かもしれません。

私もインターネットの資源管理に携わる身として、

ICANNの問題がどう扱われるかには注視しています。し

かしそれだけにとどまらず、本稿で申し上げたような、

「一般」からのインターネットに対する要請に関して「マ

ルチステークホルダー」が「対話」することで、「既存の

組織と関与し、その能力を活用」して政策を推進していく

という、チュニスアジェンダで示された設計図が、今後

どのように実現されていくのか、大きな期待とともに見

守りたいと思います。

（JPNIC IP分野担当理事前村昌紀）
※筆者の肩書きは2006年11月当時のものです。

IGFアテネ会合に参
加して

※4 World Summit on the Information Society
http://www.itu.int/wsis/documents/

doc_multi.asp?lang=en&id=1160¦0

※5 The Internet Governance Forum （IGF）
Advisory Group - List of Members

http://www.intgovforum.org/ADG_members.htm

※6 ICANN Strategic Plan  July 2007 - June 2010
http://www.icann.org/strategic

-plan/draft_stratplan_2007_2010_clean_final.pdf
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■ IPv4アドレスの割り振り件数の推移 

  IPv4アドレスの割り

振り件数の推移です。

JPNICでは必要に

応じて、APNICより

アドレスの割り振りを

受けています。 

IPアドレス管理指定事業者 
（旧会員）への割り振り 

APNICからの割り振り 

■ IPv6アドレス割り振り件数の推移 

JPNICでは、これまでAPNICで

行う割り振りの取り次ぎサービスを

行っていましたが、2005年5月16日

より、IPアドレス管理指定事業者を

対象にIPv6アドレスの割り振りを

行っています。 
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/23のブロック数 
 10,350※5

■ 地域インターネットレジストリ（RIR）ごとの 
    IPv4アドレス、IPv6アドレス、AS番号配分状況 

AfriNIC 0.39％ 

各地域レジストリごとのIPv4、IPv6、AS番号の割り振り状況です。APNICはアジア太平洋地域、ARINは主に北米地域、RIPE NCCは欧

州地域、AfriNICはアフリカ地域、LACNICは中南米地域を受け持っています。（2007年1月31日現在） 

ARIN 10.55％ 

APNIC 9.38％ 

IANA 1
IANA    1.57％ APNIC 7.03％ 

LACNIC 1.56％ 
AfriNIC 1.56％ 

APNIC 2,084

ARIN 2,053

LACNIC 1.56％ 

LACNIC 2,049

RIPE NCC 8.59％ 

RIPE NCC 2,114

RIR、IANA 
以外の組織 
36.32％ 

未割り振り分 
19.14％ 

IANA 
14.06％ 

AfriNIC 2,049

※1

※2

※4

※3

● IPv4アドレス 

● 2バイトAS番号 ● IPv6アドレス 

※5 IANAからRIRに割り振られた/23のブロック数10,350※3 IANA：AS番号 0, 64512-65535 
※4 上文の他に、IANAから各RIRに対して 
　　1,024個の4バイトAS番号の割り振りが 
　　行われています。 

※1 IANA：Multicast（224/4） 
　   RFC1700（240/4） 
　   その他（000/8,010/8,014/8,039/8,127/8） 
※2 未割り振り分はIANAが管理しています 

ARIN 35.35％ 

RIPE NCC 
20.12％ 

未割り振り分 
32.81％ 

Statistics Information
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■ JPドメイン名紛争処理件数 

JPNICはJPドメイン名紛争処理方針（不正の目的によ

るドメイン名の登録・使用があった場合に、権利者から

の申立に基づいて速やかにそのドメイン名の取消または

移転をしようとするもの）の策定と関連する業務を行っ

ています。この方針に基づき実際に申し立てられた件

数を示します。（2007年2月現在） 

 

■ gTLDの種類別登録件数 

分野別トップレベルドメイン（gTLD: generic TLD）の登録件数で

す（2006年9月現在。.aeroは2006年6月、.museumは2005年12月。）

データの公表されていない、.edu, .gov, .mil, .intは除きます。 

※下記のデータは、各gTLDレジストリ（またはスポンサー組織）がICANNに提出する
月間報告書に基づいています。 

※申立の詳細については下記Webページをご覧ください 
h t t p : / /www.n i c . ad . j p / j a / d rp / l i s t /

※取下げ ： 裁定が下されるまでの間に、申立人が申立を取り下げること 
　移　転 ： ドメイン名登録者（申し立てられた側）から申立人にドメイン名登録が移ること 
　取　消 ： ドメイン名登録が取り消されること 
　棄　却 ： 申立を排斥すること 
　係属中 ： 裁定結果が出ていない状態のこと 
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56,241,684

8,305,950

2007年3月1日現在の登録ドメイン名を属性別で円グラフにし

たものです。最も多い属性は、汎用JPドメイン名（GA）で45.16％、

次いでCO、汎用JPドメイン名（GJ）、OR、NEの順となります。 

■ 属性ごとの登録ドメイン名の割合 

CO 
33.73%

GA 
45.16%

GJ 
14.10%

OR 2.51% GO+AD 
=0.10+0.03%

NE 1.94% LG 0.25%
GR 0.95% AC 0.37%
ED 0.49% GEO 0.37%

統計情報 

■ アジア太平洋地域の国別IPv4アドレス配分状況 

APNICからローカルインターネットレジストリ（LIR）

へ割り振られたホスト数と、APNICから直接割

り当てられたホスト数の合計を国別に示してい

ます。（2007年1月31日現在） 

台湾 
5.10％ 

オーストラリア 
8.69％ 

中国 
28.02%

日本 
32.98%

韓国 
14.61%

その他 
10.60%

JPドメイン名の登録件数は、2001年の汎用JP

ドメイン名登録開始により大幅な増加を示し、

2003年1月1日時点で50万件を突破しました。

2007年3月現在で約89万件となっています。 

■ JPドメイン名登録の推移 
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AS番号は原則として2バイトの大きさを持ち、0から

65535までの整数で表現されます。しかし、最近はAS番号

の数が足りなくなってきたため、後述するように4バイト化

が進んでいます。AS番号は、数種類に分類することができ、

組織に割り当てられる番号、IANAが予約する番号、組織内

に閉じ外部に直接接続しないネットワークのためのプライ

ベートAS番号などに分類されます。

http://www.iana.org/assignments/as-numbersより

▼BGPの拡張

BGP4は元々、IPv4アドレスの経路制御のために利用す

る経路制御プロトコルとして設計されました。しかし、IPv4

アドレスだけではなく、IPv6アドレスやマルチキャストア

ドレス、MPLS（Multi Protocol Label Switching）のラベルな

ど、さまざまなプロトコルの経路制御に対応すべく、拡張

が加えられ続けています。代表的なRFCにRFC2545「Use

of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain

Routing」、RFC2858「Multiprotocol Extensions for BGP-

4」などが存在します。これらの拡張をまとめてBGP4+や

MBGPと称する場合があります。

▼BGPを用いた経路制御の実際

BGPを用いた経路制御では、AS番号とIPアドレスの割り

当てを受けた後、上流ISPやIXへの接続が必要です。その

後、自組織のBGPルータと接続先のBGPルータ間でピアと

呼ばれる経路の交換を行う設定を行います。BGPによる経

路制御はこのピアを通して行います。ピアを設定後、自組

織のIPアドレスを接続先へピアを通じて通知する必要があ

り、このことを「アドレスをアナウンスする」と言います。

自組織のアドレスをアナウンスするだけではなく、インター

ネット上の経路を上流ISPから取得することも必要です。

自組織以外のアドレスを接続先にアナウンスするASを

「トランジットAS」と言い、自組織のアドレスだけを接続

先にアナウンスするASを「非トランジットAS」と言いま

す。非トランジットASは一般的に、フルルートを上流ISP

から取得する必要があり、このことを「トランジットを取

得する」と言います。トランジットを単独の上流ISPから取

得することを「シングルホーム」と言い、トランジットを

複数ISPから取得することを「マルチホーム」と言います。
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■BGPとは
相互通信を行うインターネットを使った通信では、通信

を行うパケットのあて先を正確に把握し、維持していく必

要があります。この、パケットのあて先を正確に把握し、

維持していくための技術を経路制御と言い、経路制御を行

うためのプロトコルを経路制御プロトコルと呼びます。今

回の10分用語解説では、代表的な経路制御プロトコルであ

るBGP（Boarder Gateway Protocol）について解説しま

す。

■BGPの概要
▼EGP/IGP

経路制御プロトコルの分類方法はいくつかありますが、

制御しようとする経路の対象範囲によって、EGP（Exterior

Gateway Protocol）、IGP（Interior Gateway Protocol）の

二つに大別することができます。EGPはインターネット上

で組織間の経路情報をやり取りする経路制御プロトコルで

あり、BGPはEGPに分類されます。組織の内部で完結する

経路制御プロトコルをIGPと呼び、RIP（Routing Information

Protocol）やOSPF（Open Shortest Path First）、EIGRP

（Enhanced Interior Gateway Routing Protocol）などはIGPに

分類されます。また、古くはEGPという名称の経路制御プロ

トコルも存在しましたが※1、今日ではほとんど利用されてい

ません。経路制御プロトコルのEGPと組織間での経路情報を

やり取りするプロトコルの総称としてのEGPが混在する場

合には、後者をEGPsと表記し、区別することがあります。

現在のBGPはRFC4271で定義されるBGP-4（BGP version

4）を指し、BGPとBGP-4という単語はほぼ同じ意味であ

ると言えます。

▼AS番号

BGPは、他の経路制御プロトコルと違い、組織内での設

計と機器の準備だけでは利用することができません。BGP

では経路制御を行う組織ごとにインターネットの世界で唯

一の番号が割り当てられ、個々の経路を識別します。この

インターネットの世界で唯一の番号をAS（Autonomous

System）番号と呼び、AS番号はIANA（Internet Assigned

Numbers Authority）※2が管理しています。IANAはAS番号

をある程度のブロック単位でRIR（地域インターネットレ

ジストリ:Regional Internet Registry）へ割り振りを行って

おり、RIRからNIR（国別インターネットレジスト

リ:National Internet Registry）やLIR（ローカルインターネッ

トレジストリ:Local Internet Registry）へさらに割り振ら

れるという階層構造で管理されています。

BGPによる経路制御を始めるには、このAS番号の割り当

てを受けることが必要です。AS番号はRIRやJPNICなどの

NIRから割り当てを受けることができます。

インターネット 
Internet 

10分 講座 

12

6

39

今月のテーマ

BGP
今回の10分間講座は、
BGPについて解説します。

※1 BGPなどを含む経路制御プロトコルの総称としてのEGPとは別に、
EGPという名称を持つプロトコルが存在し、RFC904で仕様が定め

られています。このような事情からEGPsという表記が生まれまし

た。

※2 それぞれ、地域、国および地域といった単位でIPアドレスの管理を
行っているインターネットレジストリです。

OSPF

AS2

スタティック 
BGP

BGP

BGP

BGP

…ルータやL3スイッチなど 

AS3

EIGRP

AS1

RIP

AS4

図1 BGPと他の経路制御プロトコル

BGP

上流ISP1 
（トランジットAS） 

上流ISPの上流ISP 
 

BGPIGPの設計 

自AS
上流ISP2 

（トランジットAS） 

ルータ ルータ 

自ASから 
アナウンスする 
ASPATHや 
IPアドレスブロック 
の周知 

上流ISP2の下に新しいASが 
追加されることを上流に通知 

インターネット 
ルータやL3スイッチなど 

図2 BGPを用いた経路制御とその流れ

0 予約

1～43007 RIRへ割り振り

43008～48127 Held by IANA

48128～64511 Reserved by IANA

64512～65534 Private AS番号

65535 Reserved by IANA

23456 4バイトASのために利用

表1 2007年2月現在のAS番号のリスト
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・NOTIFICATIONメッセージ

NOTIFICATIONメッセージはピアに対し、ピアの継続不

可能なエラーが発生した場合に送信されます。

NOTIF ICATIONメッセージを送信した送信者側は、

NOTIFICATIONメッセージを送信後、TCPのセッションを

切断します。

▼代表的なパス属性

UPDATEメッセージで利用される、代表的なパス属性につ

いて説明します。

・ORIGIN属性

ORIGIN属性はその経路情報の生成元を表します。

ORIGIN属性にはIGP/EGP/INCOMPLETEの3種類があり

ます。

・AS_PATH属性

AS_PATH属性はその経路情報が通過してきたAS番号を

並べたAS番号のリストです。ピアからUPDATEメッセージ

を受け取った時にAS_PATH属性中に自分のAS番号を含む

経路は全て無視します。このことによりルーティングルー

プを防ぐことができます。AS_PATH属性の長さで、経路の

優先順位を制御することが可能です。

■BGPプロトコルの簡単な紹介
▼BGPプロトコルの流れ

BGPはTCPポート179番を利用して通信を行います。BGP

ルータはピアを確立するために、メッセージと呼ばれる形

式で機能情報を交換します。メッセージはBGPの状態によ

り数種類存在します。ピアが確立した後は、経路情報を伝

達するためのメッセージを定期的に交換し、お互いの持つ

経路情報を保持、更新し続けます。

BGPではピアを確立するルータが同じAS間である場合

と、異なるAS間である場合とで異なる方式で経路情報を処

理します。同じAS間でのピアをiBGP（内部BGP）ピアと

呼び、異なるAS間でのピアをeBGP（外部BGP）ピアと呼

びます。

以下にBGPプロトコルで交わされるメッセージと、メッ

セージが利用するパス属性について簡単に解説します。

▼メッセージ

・OPENメッセージ

OPENメッセージはTCPセッションの確立後、最初に交

換されるメッセージです。OPENメッセージはお互いのAS

番号やピアの認証を行い、拡張機能などについて情報の交

換を行います。ピアの確立に問題が無ければ、後述の

KEEPALIVEメッセージやUPDATEメッセージの交換に移り

ます。

・KEEPALIVEメッセージ

KEEPALIVEメッセージは、ピアが確立されていることを

確認するために定期的に交換するメッセージです。

KEEPALIVEメッセージを交換する頻度は、OPENメッセー

ジのホールドタイマの値から設定されます。一般的に

KEEPALIVEメッセージはホールドタイマの1/3の間隔で交

換されます。ホールドタイマの時間が過ぎてもKEEPALIVE

メッセージやUPDATEメッセージが交換されないと、ピア

がダウンしたと判断されます。

・UPDATEメッセージ

UPDATEメッセージは実際の経路情報を伝達するメッセー

ジです。UPDATEメッセージには新規にアナウンスする経

路情報と削除する経路情報のリストが格納されています。

UPDATEメッセージの中には経路情報ごとにパス属性とい

う属性情報が存在し、経路制御に利用されます。パス属性

の詳細については後述します。

インターネット 
Internet

10分 講座 

12

6

39
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P
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・NEXT_HOP属性

NEXT_HOP属性は、スタティックルートやOSPFなどのIGP

でのパケットホップ先とは異なり、複雑な決定プロセスを経

てネクストホップが決まります。NEXT_HOP属性はeBGPピ

アやiBGPピアなどの経路取得方法によって異なります。

・MULTI_EXIT_DISC属性

MULTI_EXIT_DISC属性は外部のASとの接続口を複数持っ

ているASで機能し、外部のASから自ASへ向かってくる、

内向きの通信を制御します。自ASへの入り口の経路として

利用することを希望する経路に対して、低い値を

MULTI_EXIT_DISC属性に設定します。

しかし、経路を受け取った外部ASでMULTI_EXIT_DISC属

性の値を書き換えてしまう場合があり、MULTI_EXIT_DISC

属性だけで戻りの経路を制御することは難しい場合もあり

ます。

・LOCAL_PREF属性

LOCAL_PREF属性は、外部のASとの接続口を複数持っ

ているASで機能し、自ASから外部へ送信される、外向き

の通信を制御します。LOCAL_PREF属性はAS内部独自の

属性で、iBGPピア間でのみ交換されます。

その他にもさまざまな属性がありますが、その他の属性

は参考文献をご参照ください。

▼経路の優先順位

BGPで取得した経路が複数存在する場合、次の順番で利

用する経路が決定されます。

実際のルーティングでは、BGP以外で取得した経路との

優先順位付けもあり、BGP内での優先順位だけでは、利用

する経路を決定することはできません。

▼コンフェデレーション/ルートリフレクタ

大規模で複雑なASを制御する仕組みとして、コンフェデ

レーションとルートリフレクタの存在があります。ルート

リフレクタは、AS内部でiBGPピアを集約することができ

ます。コンフェデレーションはAS内部を複数のサブASに

分割し、それぞれのサブAS単位で経路制御を行います。

■BGPの最近の話題
▼経路数の増大

2006年度中にインターネットのフルルートは20万を超え

ました。経路数の増大は、BGPルータのCPUやメモリの負

荷を増加させます。急激に経路数が増加した場合にはルー

タのCPUやメモリの必要量が足りなくなり、BGPによる経

路制御が破綻する可能性がありますが、現在まで、ルータ

も経路数増加に耐えられるよう、その性能を継続的に高め

ており、問題なくBGPによる経路制御が継続しています。

また、経路数の増大を招くパンチングホールについても是

非が議論されています。

▼AS番号の枯渇

AS番号は2バイト長であるため、利用できる番号は0～

65535しかありません。また、プライベートAS番号などの

予約分もあり、全体を利用できるわけではありません。

2007年1月現在、IANAでは1番～43007番までをRIRへ割り

振っていて、残りは43008～64511の番号となっています。

そのため、世界でAS番号を4バイトに拡張する技術が実装

され始めており、2007年1月から、AS番号を申請する際に、

希望する組織へは4バイトAS番号の割り当てが開始されて

います。2007年現在では4バイトAS番号を理解できるルー

タは非常に少ない状況ですが、これからは4バイトASを理

解できるルータが増えると見込まれます。

優先順位高い↑ IGP AS内部で生成された経路

EG AS外部で生成された経路

優先順位低い↓ INCOMPLETE IGP/EGP以外の手段で取得した経路

表2 ORIGIN属性

192.0.2.0/24

AS200 AS400

AS100 AS300

AS500

192.0.2.0/24 
AS100

192.0.2.0/24 
AS100　AS200

192.0.2.0/24 
AS100　AS200　AS400 
 
192.0.2.0/24 
AS100　AS300

　ベストパス 
※AS-PATHが短い経路が 
　優先される 

192.0.2.0/24 
AS100

図3 AS-PATH属性と経路の選択

1. ネクストホップへのIGPルートを持っていない経路は無視されます。

2. weightパラメータを持つルータはweightパラメータ値が
最大の経路を選択します。

3. LOCAL_PREF属性の値の最も高い経路を選択します。

4. AS_PATH属性のリストの長さが最も短い経路を選択します。

5. ORIGIN属性のタイプが最も低い経路を選択します。
（IGP<EGP<INCOMPLETEの順）

6. ルートが同じASから取得し、複数存在する時には
MULTI_EXIT_DISC属性の低い経路を優先します。

7. iBGPよりもeBGPで取得した経路を優先します。

8. ネクストホップへIGPで最も近い経路を優先します。

9. ルータIDが最も低いピアから学習した経路を優先します。
（ルータIDは通常、ルータのインタフェースから自動的に生成されます）

表3 BGP経路優先順位 AS3  10.100.0.0/24
10.100.0.0/24を 
PAアドレスが割り振られた 
AS外から/24だけでアナウンス 

割り振り 
（PAアドレス） 

NIRや 
LIRなど 

割り当て 

AS2

インターネット 

インターネットでは 

10.0.0.0/16 AS1 
10.100.0.0/24 AS3

と 
/16で集約されていたはずが 
経路情報が増加する 

この経路情報がパンチングホール 

AS1  10.0.0.0/16

…
 

図4 パンチングホールの例
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サーバでは、エニーキャストを用い、拠点間分散により負

荷分散、耐障害性の向上を図っています。

■おわりに
BGPは自由度が高く、運用される現場でも高い信頼性を

求められることが多い経路制御プロトコルです。そのため、

BGPオペレータとして成長するために、いわゆる「壊して

覚える」ということが非常に難しいのが現状です。そのた

め、検証環境などで、擬似的なインターネット環境を作成

し、BGPオペレータは日夜研鑽に励んでいます。BGPは非

常に奥が深く、とてもこの10分用語解説という限られた誌

面で解説しきれるものではありませんが、みなさまがイン

ターネットを利用される際にBGPのことを思い出し、経路

制御について理解を深めていただくきっかけとなればと考

えております。

（JPNIC IP 技術部岡田雅之）

■参考文献
RFC-2545“Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for

IPv6 Inter-Domain Routing”

RFC-2858“Multiprotocol Extensions for BGP-4”

RFC-3392“Capabilities Advertisement with BGP-4”

RFC-4271“Border Gateway Protocol 4（BGP-4）”

RFC-4272“BGP Security Vulnerabilities Analysis”
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・Bidirectional Forwarding Detection

BFD（Bidirectional Forwarding Detection）はBGPに限

らず、さまざまな経路制御プロトコルにおいて、障害が発

生した経路を検出、通知する仕組みです。BGPではデフォ

ルトの状態で最大、180秒間、通信断後もパケットを通信

断となったインタフェースへ送出する場合があります。こ

のようなパケットロスを引き起こす事象を、根本から解決

する仕組みとして、BGPでのBFDが議論されています。

BFDは隣接ノード間のリンクやパスの障害を、高速に検

知することを目的としています。BFDのベンダによる実装

では、UDPパケットを使った生存確認を高速で行い、障害

発生時には経路制御プロトコルへすばやく障害を通知する

ことが可能です。BFDは現在もIETF BFD Working Group※5

で議論が継続中です。

・Micro Allocation for IPv6

BGPの経路選択アルゴリズムでは、経路集約とネクスト

ホップアドレスの関係で、障害発生時、経路の切り替わり

が瞬時に行われない場合があります。この事象を予防する

ために、AS内の基幹ネットワークだけに利用することを目

的としたIPv6アドレスが、ARINやRIPE NCC、LACNICで

ポリシーとして採用され、実装がなされています。

Policy Proposal 2006-2: Micro-allocations for Internal

Infrastructure

http://www.arin.net/policy/proposals/2006_2.html

▼エニーキャスト

IPアドレスは、一般的に特定のインタフェースへ一意に

割り当てて利用します。 この利用形態のIPアドレスをユ

ニキャストアドレスと呼んでいます。それに対して、エニー

キャストアドレスは、複数のインタフェースに割り当てら

れた同じIPアドレスです。複数のインタフェースに割り当

てられたIPアドレスを含むIPアドレスブロックを、分散し

てアナウンスするためにBGPが利用されます。

BGPを用いたエニーキャストでは、エニーキャスト用の

ASを構築し、さまざまなASの下に接続します。エニーキャ

スト用のIPアドレスブロックを受け取ったASはAS_PATH

属性の最も短いASを選択します。

エニーキャストの利用形態の一つにDNSサーバの分散配

置などが挙げられます。ルートDNSサーバやccTLDのDNS

▼経路情報の信頼性

現在のBGPを利用した経路制御では、UPDATEメッセー

ジに含まれる経路情報を認証する仕組みが存在しません。

そのため、BGPルータのオペレータの設定間違いなどによ

り、本来設定するべきでない経路がインターネットにアナ

ウンスされる場合があります。

そのような経路が流れた場合、設定間違いを行ったASだ

けでなく、全インターネットに影響を与えることになりま

す。経路情報を識別し、安全な経路制御を実現する仕組み

として、以下のような技術が存在します。

・IRR

BGPでアナウンスするAS番号や経路について、事前に登

録しておく手法としてIRR（Internet Routing Registry）が

あります※3。IRRでは自分のアナウンスするAS番号や経路

を簡単に登録できる反面、登録するAS番号や経路のそもそ

もの信頼性が担保されていないなどの問題があります。

代表的なIRRとして、米国Merit※4が運営するRADBがあり

ます。

また、日本国内におけるIRRとしては、2006年8月より正式

サービス化した、当センターが提供するJPIRRがあります。

IRRの正当性を担保する仕組みとして、IRRに登録するオ

ブジェクトへ電子署名を行う手法が提案されています。こ

の手法では、RIRであるAPNICから提案されている、「Route

Origination Authorization（ROA）with IRR」をはじめ、日本

国内でも検討がなされています。

・S-BGP/soBGP

BGPのプロトコル内部で、電子署名技術を利用する試み

にS-BGP（Secure BGP）とsoBGP（Secure Origin BGP）

があります。どちらの技術も経路情報のORIGIN ASと経

路情報のAS_PATH属性が正しいかどうかを検証することを

主目的としています。

▼障害検知方法

BGPでの経路制御はインターネットの基盤を構成するた

め、経路上の障害を迅速に検知し、経路を切り替えること

が望まれています。この経路上の障害検知と切り替えを行

う方法の一つとして、それぞれ次の技術が議論されていま

す。

インターネット 
Internet

10分 講座 

12

6

39

B
G
P

※3 IRRの詳細については、過去の記事をご参照ください。

JPNIC NewsLetter Vol.27
インターネット10分講座「IRR」
http://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No27/100.html

JPNIC NewsLetter Vol.34
特集「JPIRRサービス正式サービス化」
http://www.nic.ad.jp/ja/newsletter/No34/0210.html

※4 米国にある研究機関で、RADB（Routing Assets Database）と呼ば
れるIRRを運営しています。
Merit Network, Inc.
http://www.merit.edu/

※5 IETF BFD（Bidirectional Forwarding Detection）WG
http://www.ietf.org/html.charters/bfd-charter.html
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■2007年2月1日現在

S会員

株式会社インターネットイニシアティブ

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

株式会社日本レジストリサービス

A会員

株式会社エヌ・ティ・ティピー・シー コミュニケーションズ

富士通株式会社

B会員

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

KDDI株式会社

ソネットエンタテインメント株式会社

ファーストサーバ株式会社

松下電器産業株式会社

メディアエクスチェンジ株式会社

C会員

e-まちタウン株式会社

NECビッグローブ株式会社

関西マルチメディアサービス株式会社

株式会社デオデオ

株式会社日立情報システムズ

株式会社UCOM 

D会員

株式会社アイテックジャパン

アイテック阪神株式会社

株式会社アイ・ピー・レボルーション

株式会社朝日ネット

アジア・ネットコム・ジャパン株式会社

株式会社アット東京

アットネットホーム株式会社

株式会社アドバンスコープ

株式会社アドミラルシステム

アルファ総合研究所株式会社

イー・ガーディアン株式会社

株式会社イージェーワークス

株式会社イーツ

株式会社イオンビスティー

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

インターナップジャパン株式会社

インターネットエーアールシー株式会社

株式会社インターネット総合研究所

インターネットマルチフィード株式会社

株式会社インテック

株式会社エアネット

エイ・ティ・アンド・ティ・グローバル・サービス株式会社

株式会社SRA

株式会社STNet

エヌ・アール・アイ・ネットワークコミュニケーションズ株式会社

株式会社エヌアイエスプラス

エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ三洋システム

株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト中国

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ

エムネット株式会社
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会員リスト ■2007年2月1日現在

株式会社オージス総研

株式会社オービック

大分ケーブルテレコム株式会社

株式会社大垣ケーブルテレビ

株式会社大塚商会

沖電気工業株式会社

沖縄通信ネットワーク株式会社

関電システムソリューションズ株式会社

株式会社キッズウェイ

キヤノンネットワークコミュニケーションズ株式会社

株式会社キューデンインフォコム

九州通信ネットワーク株式会社

京都リサーチパーク株式会社

共同印刷ビジネスソリューションズ株式会社

近畿コンピュータサービス株式会社

近鉄ケーブルネットワーク株式会社

株式会社倉敷ケーブルテレビ

株式会社クララオンライン

株式会社グッドコミュニケーションズ

群馬インターネット株式会社

KVH株式会社

ケーブルテレビ徳島株式会社

ケーブルネット埼玉株式会社

株式会社ケイ・オプティコム

KDDI沖縄株式会社

株式会社コール・トゥ・ウェブ

高速情報通信システム株式会社

Servision株式会社

彩ネット株式会社

サイバー・ソリューション株式会社

株式会社サイバーリンクス

さくらインターネット株式会社

株式会社サンフィールド・インターネット

株式会社シー・アール

株式会社シーイーシー

株式会社ＣＳＫシステムズ

株式会社シーテック

システム・アルファ株式会社

株式会社新発田ネットワークサービス

シャープ株式会社

GMOインターネット株式会社

株式会社JWAY

ジャパンケーブルネット株式会社

ジャパンメディアシステム株式会社

スターネット株式会社

セコムトラストネット株式会社

株式会社ZTV

全日空システム企画株式会社

株式会社タップスコンピュータ

知多メディアスネットワーク株式会社

株式会社中部

中部テレコミュニケーション株式会社

株式会社つくばマルチメディア

株式会社TCP

ティアイエス株式会社

有限会社ティ・エイ・エム

鉄道情報システム株式会社

株式会社テレウェイヴ

株式会社ディーネット

株式会社ディジティミニミ

デジタルテクノロジー株式会社

株式会社電算

東京ケーブルネットワーク株式会社

東芝ソリューション株式会社

東芝ドキュメンツ株式会社

東北インテリジェント通信株式会社

株式会社トヨタデジタルクルーズ

豊橋ケーブルネットワーク株式会社

株式会社ドリーム・トレイン・インターネット

株式会社長崎ケーブルメディア

日本テレコム株式会社

日本テレコム株式会社　インターネット・データ事業本部

ニフティ株式会社

日本インターネットエクスチェンジ株式会社

株式会社日本経済新聞社

日本情報通信株式会社

株式会社ネクサス

株式会社ネクストアイ

ネクストウェブ株式会社

株式会社ネスク

ハートコンピュータ株式会社

パナソニックネットワークサービシズ株式会社

株式会社ビークル

ビジネスネットワークテレコム株式会社

株式会社ビットアイル

株式会社PFU

ファーストライディングテクノロジー株式会社

株式会社フイズ

株式会社富士通アドバンストソリューションズ

富士通エフ・アイ・ピー株式会社

富士通関西中部ネットテック株式会社

株式会社富士通システムソリューションズ

株式会社フジミック

フュージョン・コミュニケーションズ株式会社

株式会社フューチャリズムワークス

フリービット株式会社

株式会社ブロードバンドセキュリティ

株式会社ブロードバンドタワー

プロックスシステムデザイン株式会社

ベライゾンユーユーネットジャパン株式会社

北電情報システムサービス株式会社

北陸通信ネットワーク株式会社

北海道総合通信網株式会社

マイ・テレビ株式会社

松阪ケーブルテレビ・ステーション株式会社

ミクスネットワーク株式会社

三菱電機情報ネットワーク株式会社

株式会社南東京ケーブルテレビ

武蔵野三鷹ケーブルテレビ株式会社

株式会社メイテツコム

株式会社メディア

株式会社メディアウォーズ

山口ケーブルビジョン株式会社

ユーテレビ株式会社

株式会社悠紀エンタープライズ

ユニアデックス株式会社
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会員リスト ■2007年2月1日現在

株式会社ユビキタス・ビジネステクノロジー

リコーテクノシステムズ株式会社

株式会社リンク

株式会社ワイズ

株式会社平和情報センター

株式会社マークアイ

株式会社ミッドランド

宮城ネットワーク株式会社

龍冠堂コンサルティング株式会社

非営利会員

岡山県

特定非営利活動法人柏インターネットユニオン

財団法人京都高度技術研究所

国立情報学研究所

サイバー関西プロジェクト

塩尻市

情報計算化学生物学会

財団法人地方自治情報センター

東北インターネット

東北学術研究インターネットコミュニティ

農林水産省研究ネットワーク

広島県

北海道地域ネットワーク協議会

WIDEインターネット

賛助会員

株式会社アプレッツ

株式会社アンネット

株式会社Ｅストアー

伊賀上野ケーブルテレビ株式会社

イクストライド株式会社

株式会社エーアイエーサービス

エムエスイー株式会社

株式会社カイクリエイツ

株式会社キャッチボール・トゥエンティワン・インターネット・コンサルティング

グローバルコモンズ株式会社

グローバルソリューション株式会社

株式会社ケーブルネット鈴鹿

株式会社ケイアンドケイコーポレーション

株式会社コム

サイバー・ネット・コミュニケーションズ株式会社

有限会社サイプレス

株式会社さくらケーシーエス

三洋コンピュータ株式会社

株式会社CRCソリューションズ

ソニー株式会社

ソニーグローバルソリューションズ株式会社

株式会社中電シーティーアイ

テクノブレスト株式会社

虹ネット株式会社

日本商工株式会社

日本インターネットアクセス株式会社

株式会社ネット・コミュニケーションズ

ＢＡＮ－ＢＡＮテレビ株式会社

姫路ケーブルテレビ株式会社

株式会社富士通鹿児島インフォネット

株式会社富士通四国システムズ

フューチャー・メディア・ネットワーク株式会社

歌代　和正

小林　努

佐藤　秀和

佐野　忍

冨田　良

中野　裕行

原　隆一

細川　雅由

三膳　孝通

山口　二郎

推薦個人正会員 (希望者のみ掲載しております)
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secretariat@nic.ad.jp 

member@nic.ad.jp 

info@jprs.jp 
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ipv6-support@nic.ad.jp  
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webmaster@nic.ad.jp
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日本語ドメイン名関連  

・日本語ドメイン名／国際化ドメイン名 

・idnkit／mDNkitのバグレポート 

 

 

idn-cmt@nic.ad.jp  

mdnkit-bugs@nic.ad.jp 

 

● 

● 
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